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進化論と制度的経済学

柴　田　德太郎

はじめに

　進化論の登場は近現代思想に何をもたらした
か。本稿では、このような問題意識の下に、以
下の課題を検討する。①進化論の登場が近現代
思想に何をもたらしたか。②ダーウィン以前の
進化論を特徴付ける。③ダーウィンが『種の起
源』で説いた「自然選択説」の内容を再確認す
る。④ダーウィンが『人間の由来』で説いた

「心的能力の進化論」とはどのようなものか。
⑤ダーウィン以後の進化論としてスペンサーの
進化論とはどのようなものか。⑥進化論の哲学
への影響を検討するために、パースの進化の三

様式とはどのようなものか、解明する。⑦進化
論の経済学への影響を考察するために、ヴェブ
レンとコモンズの制度進化論を比較検討する。

1．ダーウィン以前の進化論

1．1．神による創造説と進化論
　ダーウィンは『種の起源』第 3 版に掲載され
た「種の起源にかんする意見の進歩の歴史的概
要」で次のように述べる。「種の起源」に関し
て、「最近にいたるまで大多数の博物学者は、
種は不変のもので、べつべつに創造されたので
あると、信じてきた」。神による創造説が通説
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であったのである。「他方、ある少数の博物学
者たちは、種は変化をこうむるものであり、現
生生物の諸種類は以前に存在したものから真の
生殖によって生じた子孫であると信じていた」1。

（Darwin1861,xiii, 訳 360）これが進化論的視点
である。

1．2．ラマルクの進化論
　「ラマルクは、この主題について多くの注目
をひく結論をくだした最初の人であった」、と
ダーウィンは評価する。1801 年にラマルクは初
めてその見解を公けにした。ダーウィンはラマ
ルクの進化論を次のように特徴付けている。ラ
マルクは「変化の方途」に関して、①「そのあ
るものを生活の物理的条件の直接作用に」、②

「あるものを既存の種類の交雑に」、③「多くの
ものを用と不用、つまり習性の影響に帰した」。

「かれは自然界におけるみごとな適応−たとえ
ば木の枝についた葉を食うキリンの長い首−の
ことごとくを、この最後の要因によるものとし
ていた」。これが、ラマルクの用不用説の概要
である。（Darwin1861,xiii, 訳 361 − 62）
　この説は「習性」の「反復持続」の結果、適
応的進化が実現するという「獲得形質の遺伝」
に基礎を置く考え方である 2。（木村 1988，8）

2．ダーウィンの進化論

　2．では、ダーウィンの進化論を検討する。2．
1．で『種の起源』（1859）を検討し、2．2．で

『人間の由来』（1871）を検討する。

2．1．『種の起源』（1859）
2．1．1　「序論」
　彼は、序論で次のように述べる。「各々の種
は別々に創造されたものではなく、変種と同様
に他の種に由来するものだという結論に到達し
たとしても、この世に存在する無数の種が、か
くも見事な相互の適応と構造の完璧さを獲得し
た仕組みを示せないうちは、いつまでたっても
不完全なままである」。つまり、「変化や相互適
応を遂げた手段に関して明快な洞察を与えるこ
とが重要なのだ」。（Darwin 1859, 3-4, 訳上 18-

19）これが彼の問題意識であり、解決すべき課
題なのであった。

2．1．2　「飼育栽培下における変異」
　この課題の解決の糸口を、彼は育成動植物の
変異の研究に求めた。第 1 章で、彼はまず「野
生状態にある同一種や同一変種の個体間に見ら
れる変異よりも、飼育栽培されている変種や亜
変種の個体どうしのほうが一般に変異がはるか
に大きい」ことを指摘する。（Darwin 1859, 7, 

訳上 27）そして、彼は、異なった品種の間の差
がどうして形成されたのかを調べるために、家
バトを研究対象に選んだ。
　家バトの品種は多様である。そして、その多
様な品種のすべてはカワラバトの子孫であると
いうのが博物学者達の見解であった。この見解
をダーウィンは支持する。（Darwin 1859, 23 , 訳
上 52-53）では、どのようにしてこのような大
きな差異が生れたのであろうか。この大きな差
異の原因を「外界の生活条件や習性の直接的作
用」に求めるとすれば、「大胆すぎるという批

1 以下、訳文には適宜変更を加えているところがある。
2 ワイスマンは「生れたマウスの尾を 22 世代にわたって切り続けたのに生れるマウスの尾は少しも長くなら

なかったという実験を発表」し、獲得形質の遺伝を否定した。20 世紀になるとメンデル遺伝学が大発展を
遂げたが、「獲得形質の遺伝を支持するような証拠は何 1 つ得られなかった」。（木村 1988, 10-11）このため、
生物学では長らく獲得形質は遺伝しないと考えられてきた。ところが、近年、その通説を覆すような事象
が報告されるようになった。例えば、高カロリー食により肥満になった父ラットから生まれた娘ラットが、
通常食で育ったにもかかわらず糖尿病の症状を示すという報告が挙げられる。このように、親が生育した
環境によって子供の表現型が変化を受ける可能性が示唆されている。詳しくは、（Kishimoto, Uno, Okabe, 
Nono and Nishida 2017）を参照せよ。
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判を免れられないだろう」。（Darwin 1859, 29, 

訳上 63）
　ダーウィンの結論は、次の通りである。「品
種の歴史を理解する鍵は、選択を蓄積できる人
間の能力にある。自然は継続する変異を生むだ
けで、人間がそれを自分の都合のよい方向へ積
上げるのである。この意味で、人間は自分のた
めに有用な品種を作り出していると言える」。

（Darwin 1859, 30, 訳 65）つまり、飼育栽培品種
の特徴は、「その動物や植物自身の利益ではな
く、人間の使用や愛玩という目的をかなえるた
めの適応」が行われているということなのであ
る。（Darwin 1859, 29-30, 訳上 63）
　この章の最後で、彼は「飼育栽培品種の起源」
について次のようにまとめている。「変異を起
こす原因としては、生殖器官に影響を及ぼす生
活条件こそが図抜けて重要である」。「変異しや
すさは」、「本質的に偶然の事象であるとは思え
ない」。「変異しやすさは、よくわかっていない
さまざまな法則、なかでもとくに成長の相関作
用の法則に支配されている」。「変異しやすさに
は、生活条件が及ぼす直接的作用も、いくらか
は関係しているかもしれない。用不用もいくら
かは関係しているはずである」。しかし、こう
した「変化」を起こすあらゆる原因よりも、「選
択」という累積的作用のほうが、「たとえそれ
が綿密な計画にしたがって急速になされたもの
であれ、無意識のうちに緩やかになされたもの
であれ」、「威力」としてはるかに優勢である。
これが第 1 章の結論である。（Darwin 1859, 43, 

訳上 84-86）

2．1．3　「自然条件下での変異」
　第 1 章では「人為選択」の原理を論じたが、

「選択」の原理は自然界の生物にも適用可能だ
ろうか。第 2 章では、自然選択の働く対象とな
る「個体変異」の存在がいろいろと挙げられて
おり、分類学者が重要だと見なしている形質に
も変異が存在することを指摘している。

2．1．4　「生存闘争」
　第 3 章では、「生存競争」について論じてい
る。「わずかな変異でもそれが有用なものなら
ば保存されるという原理を、私は人間が有用な
変異をふるい分ける人為選択の原理にならっ
て、自然選択の原理と呼んでいる」。（Darwin 

1859, 61, 訳上 119）この自然選択は「生存闘争
の結果」として生じる。では、「生存闘争」と
は何か。彼が言う「生存闘争」という言葉は、

「広い意味の比喩」で、「生物どうしの依存関係」
や「子孫の存続」までも含んでいる広義の概念
である。（Darwin 1859, 62, 訳上 121）
　「生存闘争が生じるのは、あらゆる生物の増
加率がきわめて高いことの必然的結果である」。

「生存可能な数以上の個体が生産されるため、
同種の個体間、他種との個体間、生息する物理
環境とのあいだで必ず生存闘争が生じる」。「こ
れは、本来は人間社会を対象としたマルサスの
原理を何倍にも拡張して全動植物界に適用した
ものである」。（Darwin 1859, 63, 訳上 123）「個々
の種の増加の上限を決めているのは」、「利用で
きる食物の量」であるが、「種の平均個体数を
決めているのは」、「食べられてしまう量である
場合も多い」。（Darwin 1859, 68, 訳上 131）「気
候の影響」も、「主に食物の減少として表れ、
個体間の厳しい競争を引き起こす」。（Darwin 

1859, 69, 訳上 132）
　「大集団による種の保存」、「自然界における
動植物の複雑な関係」などについて論じた後、
ダーウィンは第 3 章の最後で、次のようにまと
めている。「すべての生物は、幾何級数的な増
加率で増えようと悪戦苦闘している。しかも、
一生のうちのある期間、一年のうちのある時期、
各世代、あるいはときに応じて、生存をかけて
闘争を演じ、大量の死を被らなければならな
い」。（Darwin 1859, 78-79, 訳上 148）

2．1．5　「自然選択」
　前章で論じた「生存闘争」は、「変異に対し
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てどのように作用するのだろう」。選択の原理
は「自然界にも適用できるのだろうか」。第 4
章冒頭で、ダーウィンはこのように問題提起し、
この章で「選択の原理」は「自然界でもきわめ
て効果的にはたらきうる」と論じていく。本章
は『種の起源』の核心をなす章である。まず、

「野生生物も」、「飼育栽培品種と比べて」、「程
度こそ少ないものの、やはりたくさんの変異を
生じる」と指摘し、「遺伝する性質は、きわめ
て強い」と論じる。（Darwin 1859, 80，訳上
153-54）
　こうした条件の下に、「自然選択の原理」を
次のように論じていく。「複雑にからみ合った
大々的な生存闘争において個々の生物が有利と
なるような変異が、何千世代も重ねる中で生じ
ないとも限らない」。「そういう変異が生じてい
るとしたら、たとえわずかなものであれ、他の
個体よりも有利な変異を備えた個体は、生き延
びて同じ性質の子供を残す可能性が大きい」。

「その一方で、少しでも不利な変異は確実に排
除されることは」確かである。このように、「有
利な変異は保存され、不利な変異は排除される
過程」をダーウィンは「自然選択（淘汰）」と
呼ぶ。（Darwin 1859, 80-81，訳上 154）
　彼は、人為選択と自然選択を次のように比較
する。「人間は自分たちの利益になるものだけ
を選択する。それに対して自然は、自分が目を
かける生物の利益のためだけに選択する。選択
される全ての形質は自然に鍛えられ、選ばれた
生物は申し分なく適合した生活環境に置かれ
る」。「自然選択は、世界のいたるところで一日
も一時も欠かさずにごくごくわずかなものまで
あらゆる変異を精査している」。これに対して、

「人間の願望や努力など無に等しい」。しかも、
「人間に許された時間はまことに短い」。した
がって、自然の産物は人間の産物よりもはるか
に「本物」の性質を備えている。（Darwin 1859, 

83，訳上 158-59）
　「自然選択は、個々の利益を通して、その利

益のためにしか作用しない」のだが、「社会性
動物では、自然選択により、引き起こされた変
更がその共同体の利益になっている場合、個々
それぞれの構造がその共同体の利益になるよう
適応させられている」。（Darwin 1859, 84,87，訳
上 160,163）この指摘は、注目に値する。「自然
選択の原理」は個体の利益の実現にとどまらず、

「社会性動物」の場合、共同体の利益実現と結
びついているとダーウィンが考えていたことが
明白だからである。この論点は、『人間の由来』

（1871）で深められることになるので、2．2．
『人間の由来』で詳しく検討する。
　雌雄間選択についても次のように論じてい
る。「雌雄間選択は、生存闘争ではなく、雌を
めぐる雄どうしの闘争によって決まる」。敗者
は「子孫をほとんど、あるいはまったく残せな
くなる」。「いちばん頑健な雄が」「いちばんた
くさんの子孫を残す」。（Darwin 1859, 88，訳上
165）
　「分岐の原理」についても次のように論じて
いる。「変種間の小さな差異は、どのようにし
て種間の大きな差異へと増大していくのだろう
か」。この問題提起に次のように答える。「一つ
の種の子孫が構造、体質、習性の点で分岐すれ
ばするほど、自然界の経済秩序の中でよりたく
さんの多様な居場所を効率よく占有できるよう
になり、そのおかげで個体数を増やすことにな
る」。（Darwin 1859, 111-12，訳上 200-202）
　最後に、ダーウィンは本章を次のようにまと
める。①「生物は長い年月のあいだに生活条件
が変わっていく中で」、「その身体の基本構成の
いくつもの部分を変化させる」。②「いずれの
種も厳しい生存闘争を経験する」。以上二つの
仮定の下で、「すべての生物は」、「それらの生
物にとって有利となる構造、体質、習性面で無
限の多様性を生じる」。「生物の生存にとって有
用な変異が実際に起こるとすれば、そのような
形質をもった個体は、生存闘争において保存さ
れる可能性が最大となる」。そして、「遺伝とい
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う強力な原理」によって個体が保存されていく。
この原理を，ダーウィンは「自然選択」と呼ぶ。

（Darwin 1859, 126-27，訳上 223-24）

2．1．6　「変異の法則」
　第 5 章では、「変異」がいかにして生じるか
が論じられている。まず、「外的条件の効果」
についてであるが、「生活条件の作用は間接的」
であり、「生活条件の直接的影響は」小さいと
述べる。つぎに、「用不用の影響」についてで
あるが、「獲得形質は遺伝する」ことは疑いな
いとダーウィンは考えていたようである。ただ
し、本来ならば「自然選択の作用とすべき構造
の変更を、安易に不用のせいにしてしまう可能
性もある」と警鐘を鳴らしている。（Darwin 

1859, 133-35，訳上 235-38）
　「気候順化」についても次のように論じてい
る。「気候への順化は習性に負うところが大き
い」。そして、「植物の習性は遺伝する」。しか
し、「その一方で、生れた土地に最も適応した
体質をもって生れた個体が、自然選択によって
絶えず保存されていくということを疑う理由も
見つからない」。結論としては次のようになる。

「体質やさまざまな器官の構造が変更されるに
あたっては、習性と用不用がかなりの役割を演
じる場合がある」。「ただし用不用の作用は、生
まれつきの違いに対してはたらく自然選択の作
用と大幅に組み合わさっている場合が多いし、
ときには自然選択のほうが勝っていたりする」。
このように、ダーウィン説は自然選択説が中心
で、変異の原因としてラマルクの「用不用説」
を部分的に容認するというものであった。獲得
形質（習性）は遺伝すると考えていたのである。

（Darwin 1859, 139-43， 訳 上 244-49） た だ し、
「獲得する形質はそれほど重要な形質ではない
はずである。なぜならば、重要な形質はすべて
自然選択の支配下にある」はずだからであると
論じて、あくまでも中心は「自然選択説」であ
ることを確認している。

2．1．7　「要約と結論」
　第 7 章から第 13 章までは省略し、第 14 章

「要約と結論」の最後の部分を紹介する。「われ
われの周囲で作用している法則」とは、①もっ
とも広い意味に取れば「生殖」を伴う「成長」、
②ほとんど生殖の中に含まれる「遺伝」、③生
物を取り巻く条件の間接的および直接的な作用
と用不用による「変異性」、④「生存闘争」を
引き起こし、その結果として「自然選択」を作
用させ、「形質の分岐」と改良面で劣る種類の

「 絶 滅 」 を 強 い る 高 い「 増 加 率 」 で あ る。
（Darwin 1859, 489-90，訳下 403）

2．1．8　「総括」
　最後に、ダーウィンの『種の起源』（1859）
で説かれた「自然選択説」を要約しておこう。
　①自然界において生物は長い年月のあいだに
生活条件が変わっていく。②生活条件の変化の
直接的間接的作用と用不用により多様な「変異」
が生じる。③その変異がその生物にとって有用
であれば、「生存闘争」の中でその変異は「遺
伝」によって保存される。これが、「変異」の

「自然選択」である。有用でなければ、その「変
異」は「淘汰」される。これが、「変異」の「自
然淘汰」である。
　重要な論点は次の 2 つである。①ダーウィン
進化論の核心は「変異」の「自然選択」説であ
る。ただし、「変異」の要因として「用不用」
を認め、「獲得形質の遺伝」を容認するので、
ラマルク説を部分的に取り入れていると言って
よいであろう。②「自然選択」の基準は個体に
とって有益であるか否かである。だが、「社会
性動物」の場合には、その基準は「共同体」（集
団）にとって有益であるか否かである。個体の
利益ではなく、集団の利益実現が基準となって
いるのである。

2．2．『人間の由来』（1871）
　『種の起源』は生物の進化を論じているが、
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『人間の由来』3 では生物の心的能力の進化につ
いて論じている。制度的経済学の制度進化論へ
の影響という意味では、後者の検討は重要であ
る。

2．2．1　「人間がより下等な形態のものに由来
する証拠」
　第 1 章では、「人間がより下等な生物に由来
する証拠」について、ダーウィンは 3 つの証拠
を提示している。①「一般的な構造、組織の微
細なつくり、科学的な構造と組成などにおい
て」、人間は「他の高等動物、特に類人猿」と
極めて類似している。（Darwin 1871, Ⅰ , 14，訳
上 28）②「人間の発生の仕方や、その初期の様
子が、人間のすぐ下に位置する動物のそれと
まったく同じである」。（Darwin 1871, Ⅰ , 17，
訳上 31）③「人間と他の脊椎動物」は、「ある
種の痕跡器官を共通に保持している」。これら 3
つの証拠は、「これらがみな共通の祖先に由来
する」ことを示している、とダーウィンは論じ
ている。（Darwin 1871, Ⅰ , 32，訳上 45-46）

2．2．2　「人間と下等動物の心的能力の比較」
　第 2 章での「私の目的は、人間と高等哺乳類
との間には、心的能力において本質的な差はな
いということを示すことにある」とダーウィン
は述べる。（Darwin 1871, Ⅰ , 35，訳上 54）い
くつかの例を挙げて、彼は次のように論じる。

「人間は高等動物、特に霊長類といくつかの本
能を共有している」。「どれもが、同じ感覚、直
感、感情を持っており、情熱や愛情や、もっと
複雑な感情についても同じである。どれもが脅
威や好奇心を感じるし、程度の差はかなりある
ものの、模倣、注意、記憶、想像力、そして推
論の能力を持っている」。（Darwin 1871, Ⅰ , 48-

49，訳上 69）そして、次の 6 つの通説に反論を

加える。
　①「人間だけが徐々に進歩していく能力を
持っている」。（サムナー大司教）この説には次
のように反論する。「現生哺乳類のいくつかの
目は、第三紀に生息していた昔の原種よりも大
きな脳を持っている」。このことは、徐々に進
歩していく能力を持っているのは人間だけでは
ないということを示している、というのである。

（Darwin 1871, Ⅰ , 49-51, 訳上 70-72）
　②「どんな動物も道具を使うことをしない」。
この説に対しても、チンパンジーやサルが石や
枝などを道具として使う例を挙げて反論してい
る。（Darwin 1871, Ⅰ , 51-53, 訳上 72-74）
　③「言語」の「能力」は、「人間と下等動物
とを区別する主要な性質だと考えられてきた」。
この議論には次のように反論する。「分節化さ
れた言語というものは、確かに人間に固有であ
る」と認める。しかし、「人間も下等動物と同
様に」、「分節化されていない鳴き声でも意味を
表現する」ことを指摘する。そのうえで、「分
節化した発話の能力自体は、人間が他の下等の
形態から進化してきた」という考えを述べる。

（Darwin 1871, Ⅰ , 53-62, 訳上 74-83）
　④「自意識、個性、抽象化、一般概念など」
の「能力こそが、人間を下等なものから完璧に
区別する性質そのものである」。この議論には
次のように反論する。「動物が自己の心的個性
を持っていることは疑いの余地がない」。その
根拠として、「私の声」が、年老いた「イヌの
心に一連の古い連想を呼び起こした」という例
を挙げ、「彼が自分の心的個性を保持していた
からに違いない」と論じている。（Darwin 1871,

Ⅰ , 62-63, 訳上 83-84）
　⑤「美の意識」は、「人間に固有である」。こ
の議論に対しても、次のように反論する。「雄
の鳥が雌の前で、その羽や素晴らしい色を洗練

3 正確に訳すと『人間の祖先と雌雄間選択』となる。なお、本稿ではダーウィン説の骨格を理解するために
初版（1871）を検討する。初版の検討は、内井惣七が行っている。（内井 2009, 第 6 章）第 2 版（1874）と
の比較検討は、高哲男が行っている。（高 2012, 第 2 節）
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されたやり方で見せびらかすのを目の当たり
に」すると、「雌がパートナーの雄の美しさに
見とれることがないと考えるのは不可能であ
る」。したがって、「こと女性の美に関する限り、
美に対する好みというものは、人間の心に固有
の性質とはいえない」と結論づける。（Darwin 

1871, Ⅰ , 63-64, 訳上 85）
　⑥「全能の神の存在を尊いものと信じる傾向
が、人間にもともと備わっている」。この議論
については、次のように論じる。「ここで問題
としているのは、宇宙の創造主で支配者である
神は存在するのか」といった「高尚な疑問」で
はない。「霊的な媒体の存在に対する信仰」を
含む広義の「宗教」に関していえば、未開人も
イヌのような動物も「信仰」を持っていること
を否定できない、というのがダーウィンの「宗
教」に関する主張である。（Darwin 1871, Ⅰ , 

65-69, 訳上 86-90）

2．2．3．「人間と下等動物の心的能力の比較
　　　　　（続き）」
　第 3 章では、「道徳心」または「良心」の存
在が、「人間と下等動物とを分ける」「最も重要
な違いだ」とする主張を取り上げる。ダーウィ
ンはこの結論に賛成する。そのうえで、「道徳
心」「良心」の起源はどこにあるのか、という
カントの提起した疑問にダーウィンは答えよう
と す る。（Darwin 1871, Ⅰ , 71-72, 訳 上 98-99）
この疑問にダーウィンは次のように答える。
　「社会的本能を備えた動物ならば」、「その知
的能力が人間のそれに匹敵するほど発達すれば
すぐに、必然的に道徳心または良心を獲得する
だろう」。その根拠は、①第 1 に、「社会的本能
は、動物に、仲間と一緒の社会にいることに喜
びを感じさせ、仲間に対していくらかの共感を
抱かせ、彼らに対して様々な奉仕をさせるよう
に導く」。しかし、「これらの感情や奉仕は、同
種に属する全ての個体に対して振りまかれるも
のでは決してなく、いつも暮らしをともにして

いる個体に対してのみ向けられる」。ここでは、
下等動物も社会的本能を共有しており、その本
能の働く範囲が狭い範囲に限定されていること
を強調している。（Darwin 1871, Ⅰ , 71-72, 訳上
99-100）
　②第 2 に、「心的能力が高度に発達するやい
なや、各個体の頭の中には、過去の行為や動機
のイメージが絶え間なくよぎるようになるだろ
う」。そうなると、「常に底流に根強く存在して
いる社会的本能が、一時的には強力だが常に存
在するものではなく、あとに鮮烈な印象を残す
わけでもないような他の本能に負けてしまった
と感じたときにはいつでも、本能が充足されな
いときに生じるあの不満足感が起こるものだ」。
　③第 3 に、「言語の能力が獲得され」「るよう
になったあとには、公共善に関する共通の意見
が」、行動の指針の大部分を占めるようになる」。
この「公共の意見」は、「社会的本能」の「社
会の善のために行動する衝動」を強め、方向づ
け、ときには方向を変えさせることもある。こ
の「公共の意見」の力は、本能的な共感に基づ
く。
　④最後に、各々の個体の行動指針としては、
個体の「習慣」が大きな役割を果たす。社会的
本能や衝動は、その他の本能と同様に、「習慣」
によって強化されるからである。（Darwin 1871,

Ⅰ , 72-73, 訳上 100-101）以上 4 つの根拠の議論
を踏まえて、ダーウィンはいくつかの論点を敷
衍する。論点を整理しておこう。
　（1）多くの動物は社会的である。彼らは、愛
情や共感のほかにも、道徳、良心に近いものを
持っている。ある種の社会的本能が獲得された
のは、主に自然選択の結果であろうが、長く続
いた「習慣」の結果かもしれない。（Darwin 

1871, Ⅰ , 74-84, 訳上 102-113）
　（2）社会的動物としての人間について。下等
な社会的動物は、社会的本能によって行動して
いる。高等な社会的動物も、多くの場合、（社
会的）本能に導かれているが、愛情や共感がそ
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うさせている部分もあるし、理性と経験の助け
もある。（Darwin 1871, Ⅰ , 84-86, 訳上 113-15）
　（3）より長続きする社会的本能がより短期的
な本能を征服する。「行動の瞬間には、人間は
疑いもなく、より強い衝動に随う」。そうする
ことは、「ほとんどの場合は他人を犠牲にして
自分の欲望を満足させることになる」。しかし、

「それが満たされたあとには、すでに過ぎ去っ
た弱い印象を、常に持続している社会的本能と
比べることとなり、その報いが必ずやってく
る」。すると、「人間は自分に満足できなくなり、
将来は多かれ少なかれ、強いて違う行動をとる
ようにしようと決心するだろう」。これが「良
心」である。人間は、「長い習慣のあげくには
完璧な克己心を獲得」する。「こうして獲得さ
れた、また、おそらく遺伝的に受け継がれた習
性によって、ついに人間は、より長く持続する
本能に従うのが最もよいことだと感じるように
なる」。（Darwin 1871, Ⅰ , 87-93, 訳上 116-123）
　（4）はじめに単独で尊重された厳密に社会的
な道徳について。「未開人たちの間では、ある
行動がよいことか悪いことかは、部族の福祉に」
よってのみ決められている。「未開人の道徳観
が低く感じられる主な原因は」、①「彼らの共
感が同じ部族のメンバーに限られていること」、
②「理性の力が十分でないこと」、③「自己抑
制の力が弱いこと」、の 3 つである。（Darwin 

1871, Ⅰ , 93-97, 訳上 123-27）
　（5）結論。ダーウィンは結論として次のよう
に論じる。功利主義哲学者たちは、もともと

「道徳の基礎は利己心の一形態にある」と考え
てきたが、最近では「最大幸福の原理」にある
と考えている。しかし、下等動物の本能が、「集
団（community）の一般的利益（general good）」
のために発達してきたのは、確かである。道徳
の存在を検証するためには、「一般的幸福」とい
うよりは、「集団の一般的利益」または「福祉」
という定義を、人間にも動物にも使った方がよ
いだろう。（Darwin 1871, Ⅰ , 97-98, 訳上 128）

　ここでは、道徳の基礎を、「利己心」の一形
態である「最大幸福の原理」に求める功利主義
的考え方ではなく、「集団の一般的利益」また
は「福祉」に求める考え方が表明されている。

「共感をも含めた社会的本能が、常に第一の衝
動であり、指針であるはずだ」。「最大幸福の原
理」は、最も重要な二次的指針であり、目的で
ある。（Darwin 1871, Ⅰ , 98, 訳上 129）これが、
ダーウィンの功利主義とは異なる立場である。
　この考え方を，彼は次のようにも言い換えて
いる。人間にとって「高次の道徳規則」は「社
会的本能に基礎を置く、他人の福祉に関連した
もの」である。それらは、「仲間の賛同および
理性によって支えられている」。これに対して、

「低次の規則」は、「主に自己に関するものであ
る」。それは、「経験によって成熟し、文明化し
てきたときの公共の意見に起源を発する」。

（Darwin 1871, Ⅰ , 100, 訳上 130-31）この 2 つの
規則はどのように結びついて進化を遂げるのだ
ろうか。彼は次のように論じる。
　「人類の文明が進み、小さな部族が多くの集
団に統合されるようになると」、「自分の社会的
本能と共感を拡張せねばならない」。「共感がす
べての国、すべての人種に属する人間に拡張さ
れるのを阻むものは、単に人工的な障壁でしか
なくなる」。「他人が、自分自身と外見や習慣が
大きく異なると、彼らも自分の仲間と認識でき
るようになるまでには、不幸にも長い時間がか
かる」。（Darwin 1871, Ⅰ , 100-101, 訳上 131）
　「道徳的性質の遺伝」に関しては、次のよう
に述べている。「最初は習慣や教育やお手本に
よって、同じ家族の中で数世代にわたって続け
られたから心の中に刻印された」のであり、「そ
のような美徳を有している個体が存続のための
争いに有利だったから」ではないだろう。「道
徳的傾向の遺伝」について、ダーウィンは個体
の「自然選択」ではなく、「習性の遺伝」の可
能性を考えていたようである。これは、ラマル
ク的な進化論である。「獲得形質」が遺伝子を
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通じて遺伝するということではなく、「習性」
の変化が集団内で蓄積し継承されていくと考え
ていたのであろう。（Darwin 1871, Ⅰ , 102-103, 

訳上 133）
　最後にダーウィンはこの章を次のように要約
する。①人間においては、下等動物と同様に、
社会的本能は「集団の利益」のために獲得され
た。②しかし、人間の知的能力が徐々に進み、
習性、有益な経験、教育、お手本などから、共
感が広く適用されるようになり、最後には下等
動物にも拡張されるようになる。（Darwin 1871,

Ⅰ , 104-105, 訳上 134）

2．2．4．「人間がどのようにして何らかの下等
　　　　　の形態から発達したのかについて」
　第 4 章では、「人間の下等な形態からの発達」
について論じており、章末の「結論」でこの章
の内容を次のようにまとめている。
　①人間の祖先も様々な個体差やわずかな変異
を持っていた。②変異は一般的原因で引き起こ
され、一般的で複雑な法則に支配されている。
③人間の祖先も存続をめぐる争いを引き起こ
し、「自然選択」がはたらくことになった。④

「自然選択」のプロセスは「用不用」の効果の
遺伝に助けられ、この 2 つのプロセスは互いに
影響を及ぼしあっていた。⑤人間の祖先はおそ
らく社会生活をしていた。⑥社会的動物におい
ては、自然選択は、「集団全体にとってのみ有
利であるような変異を保存することによって、
個 体 に 対 し て 間 接 的 に 働 く こ と が あ る 」。

（Darwin 1871, Ⅰ , 154-55, 訳上 189-90）
　最後に、人間の進化を次の 2 点でまとめてい
る。「人間の肉体的な力の弱さ、スピードの遅
さ、自然の武器を備えていない」という弱点は、
①「人間が知的能力を持っていて」、「武器や道
具をつくることができた」ことによって、②

「社会的資質によって仲間を助け、また自分も
助けられたことによって、十分以上に補われて
いる。（Darwin 1871, Ⅰ , 157, 訳上 192）

　そこで、次の章では「知的・道徳的能力の発
達」について考察している。

2．2．5．「原始時代および文明時代における知
　　　　　的・道徳的能力の発達について」
　第 5 章では「知的・道徳的能力の発達」につ
いてダーウィンは次のように論じる。粗野な社
会において、「最も賢い個体」は、「最も多くの
子」を育てられたであろう。「賢い個体を多く
擁していた部族」は、その数を増やし、他の部
族を駆逐したであろう。それゆえ、人間の「知
的能力」は「自然選択」によって徐々に向上し
てきた可能性が高いと言える。（Darwin 1871,

Ⅰ , 159-60, 訳上 206-207）ここでは、「自然選択」
の主体は個体であると想定している。
　次に、人間の祖先が社会的な存在になると、

「知的能力」は、「模倣」の原理を通して、理性
や経験と共に大きく助けられながら発達し、変
容していく。たとえば、ある部族の一人が、他
人より賢く、新しい罠や武器などの発明をする
才能があったとする。他のメンバーはその発明
を模倣し、それによって利益を得るだろう。そ
の部族は新しい技術の発達に伴い、人口が増え、
他の部族を駆逐するようになるだろう。このよ
うにして人口が増えた部族は、さらなる発明の
才能を持った成員を生み出す機会を多く持って
い る に 違 い な い と、 ダ ー ウ ィ ン は 論 じ る。

（Darwin 1871, Ⅰ , 160-161, 訳上 208）
　次に、社会的・道徳的能力について検討して
いる。原始人または類人猿の祖先が社会的にな
るためには、本能的な社会的感情を獲得せねば
ならなかったはずだ。共感、忠誠、勇気のよう
な社会的性質が、「習性の遺伝」に助けられた

「自然選択」によって獲得されたことは明らか
である。ダーウィンは 2 つの部族の競争の例を
挙げる。部族Ａは勇気と共感と誠実さを備えた
人間をより多く持っていた。部族Ｂはそうでは
なかった。この 2 つの部族が競争すれば、部族
Ａが部族Ｂを征服するであろう。このように、
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社会的・道徳的能力が高い部族が他の部族を征
服して、最も栄えるであろう。こうして、社会
的・道徳的能力は徐々に高められ、世界中に広
がるであろう。（Darwin 1871, Ⅰ , 161-63, 訳上
209-210）ここでは、「自然選択」の主体は「部
族」のような「集団」が想定されているように
思える。
　では、多くのメンバーがどうやって社会的・
道徳的能力を持つようになったのか、とダー
ウィンは問題提起する。彼の回答は次の通りで
ある。①「各メンバーの推論の力と予測の力と
が向上してくるにつれ、各自は自分の経験から、
誰かを助ければふつうはお返しを得るというこ
とを素早く学習するに違いない」。「何世代にも
わたって、従われてきた習慣は、遺伝するよう
になるだろう」。②「しかし、社会的道徳の発
達を促した、もっとずっと強力な刺激がある。
それは、仲間からの称賛と非難である。称賛を
好み不名誉を嫌うことは」、「主に共感の本能に
基づいている。そしてこの本能も、他の社会的
本能と同様に、自然選択によって獲得されたも
のに違いない」。（Darwin 1871, Ⅰ , 163-64, 訳上
211）
　要約すると次のようになる。①原始人または
類人猿の祖先は、部族（集団）を単位とする

「自然選択」により「社会的本能」を獲得する。
②この「社会的本能」に基づいて、推論と予測
の能力の向上に伴い、部族（集団）の成員は、
誰かを助ければお返しを得られるという習慣を
獲得し、この習慣は遺伝する。

2．2．6．「全体のまとめと結論」
　最終章である第 21 章でダーウィンは「全体
のまとめと結論」を論じている。この章を参考
にして、全体を要約しておこう。
　（1）結論。「人間はより下等な生物から由来
した」。その根拠は、人間と下等動物との間の、
①形態構造の類似性、②胚発生過程の類似性、
③共通の痕跡器官の保持、である。（Darwin 

1871, Ⅱ , 368-69, 訳下 471）
　（2）「知的能力について」。「高等動物の知的
能力は人間のそれとは程度が異なるが、質的に
は人間と同じであり、それも進歩することがで
きる。①徐々に進歩していく能力を持っている
のは人間だけではない。②道具を使う人間以外
の動物も存在する。③人間も下等動物と同様に、
分節化されていない鳴き声でも意味を表現す
る。人間の分節化した発話の能力は、他の下等
の形態から進化してきたと考えられる。④動物
も自己の心的個性を持っている。⑤こと女性の
美に関する限り、美に対する好みというものは、
人間の心に固有の性質とはいえない。⑥霊的な
媒体の存在に対する信仰を含む広義の「宗教」
に関していえば、未開人もイヌのような動物も

「信仰」を持っている。
　（3）「道徳的性質の発達について」。①「道徳
的性質」の基礎は、「社会的本能」のなかにあ
る。②「社会的本能」は、「同種に属する全て
の個体に適用されるのではなく、同じ集団に属
している個体に対してのみ向けられる。それら
は種にとってたいへん有利なので、自然選択を
通じて獲得されてきた可能性が非常に高い」。

（Darwin 1871, Ⅱ , 374, 訳下 477）③言語の能力
が獲得されるようになると、公共善に関する共
通の意見が行動の指針の大部分を占めるように
なる。この「公共の意見」は、「社会的本能」
の「社会の善のために行動する衝動」を強め、
方向づけ、ときには方向を変えさせることもあ
る。この「公共の意見」の力は、本能的な共感
に基づく。④各々の個体の行動指針としては、
個体の「習慣」が大きな役割を果たす。社会的
本能や衝動は、その他の本能と同様に、「習慣」
によって強化される。

2．2．7．総括
　最後に、ダーウィンの『人間の由来』（1871）
で説かれた「心的能力の進化論」を総括してお
こう。功利主義哲学者たちは、もともと「道徳
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の基礎は利己心の一形態にある」と考えてきた
が、最近では「最大幸福の原理」にあると考え
ている。しかし、下等動物の本能が、「集団の
一般的利益」のために発達してきたのは、確か
である。道徳の存在を検証するためには、「一
般的幸福」というよりは、「集団の一般的利益」
または「福祉」という定義を、人間にも動物に
も使った方がよい。
　ここでは、道徳の基礎を、「利己心」の一形
態である「最大幸福の原理」に求める功利主義
的考え方ではなく、「集団の一般的利益」また
は「福祉」に求める考え方が表明されている。

「共感をも含めた社会的本能が、常に第一の衝動
であり、指針であるはずだ」。「最大幸福の原理」
は、最も重要な二次的指針であり、目的である。
人間にとって「高次の道徳規則」は「社会的本
能に基礎を置く、他人の福祉に関連したもの」
である。それらは、「仲間の賛同および理性に
よって支えられている」。これに対して、「低次
の規則」は、「主に自己に関するものである」。
　「道徳的性質の遺伝」に関しては、次のよう
に論じている。「最初は習慣や教育やお手本に
よって、同じ家族の中で数世代にわたって続け
られたから心の中に刻印された」のであり、「そ
のような美徳を有している個体が存続のための
争いに有利だったから」ではないだろう。「道
徳的傾向の遺伝」について、ダーウィンは個体
の「自然選択」ではなく、集団の「習性の遺伝」
の可能性を考えていたようである。これは、ラ
マルク的な進化論である。「獲得形質」が遺伝
子を通じて遺伝するということではなく、「習
性」の変化が集団内で蓄積し継承されていくと
考えていたのであろう。

2．3．ダーウィン進化論の特徴
　最後に、ダーウィン進化論の特徴を整理して
おこう。
　（1）『種の起源』では、生物の進化全般が考
察されている。①ダーウィン進化論の核心は

「変異」の「自然選択」説である。自然に適応
する変異が選択され、遺伝するという説である。
②自然に適応する習慣が獲得されれば、その習
慣は遺伝するという説も容認しているので、ラ
マルク説を部分的に取り入れているといえる。
③「自然選択」の基準は個体にとって有益であ
るか否かである。だが、「社会性動物」の場合
には、その基準は「共同体」（集団）にとって
有益であるか否かである。個体の利益だけでは
なく、集団の利益実現が基準となっている。こ
れら 2 つの基準はときに矛盾する。
　（2）『人間の由来』では、人間の心的能力の
起源が考察されている。①人間も下等動物も社
会的本能を共有しており、その本能の働く範囲
が狭い範囲に限定されている。②常に底流に根
強く存在している社会的本能が、一時的には強
力だが常に存在するものではなく、あとに鮮烈
な印象を残すわけでもないような他の本能に負
けてしまったと感じたときにはいつでも、本能
が充足されないときに生じるあの不満足感が起
こる。（社会的本能と利己的本能の矛盾）③言
語の能力が獲得されるようになると、公共善に
関する共通の意見が行動指針となる。④各々の
個体の行動指針としては、個体の「習慣」が大
きな役割を果たす。
　（3）『人間の由来』では、とりわけ「道徳」
の基礎と遺伝が論じられた。①道徳の基礎は、

「利己心」の一形態である「最大幸福」ではな
く、「集団の一般的利益」または「福祉」であ
る。「共感をも含めた社会的本能が、常に第一
の衝動であり、指針である」。「最大幸福の原理」
は、最も重要な二次的指針であり、目的である。
人間にとって「高次の道徳規則」は「社会的本
能に基礎を置く、他人の福祉に関連したもの」
である。それらは、「仲間の賛同および理性に
よって支えられている」。これに対して、「低次
の規則」は、「主に自己に関するものである」。
②「道徳的傾向の遺伝」について、ダーウィン
は個体の「自然選択」ではなく、集団の「習性
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の遺伝」の可能性を考えていた。これは、ラマ
ルク的な進化論である。「獲得形質」が遺伝子
を通じて遺伝するということではなく、「習性」
の変化が集団内に蓄積され継承されていくと考
えていたのである 4。

3．ダーウィン以後の進化論

3．1．H. スペンサーの社会進化論
　スペンサーはダーウィンよりも 11 歳若いが、

『種の起源』（1859）より早く進化の説を公にし
た。彼は、社会有機体説に基づく社会進化論を
唱えた。

3．1．1．進化仮説
　スペンサーの進化仮説は次のような内容であ
る。「どの生物も」「感知されないほどの変化を
重ねて単純から複雑へと進む」。「社会の進歩は
1 つの進化である」。「社会はつくられるもので
はなく成長するものだ」。（Spencer 1864, 347, 訳
222）このように、社会は「単純から複雑へ」
と進歩するという社会進化論が述べられてい
る。これは一種の進歩史観である。

3．1．2．間接的平衡化
　次に、最適者生存の理論を見ておこう。「環
境に生じた変化」にさらされたとき、「あるも
のたちは他のものたちより安定である」。「その
機能が変化した外的要因の集まりとの平衡から
いちじるしくずれてしまった個体は、死亡する
ことになろう」。「そのような変化した外的要因
の集まりともっとも平衡を保ちやすい機能をた
またまもっていた個体は、生存を続けるであろ
う」。これが、「最適者の生存」の理論である 5。

（Spencer 1864, 444, 訳 223）

3．1．3．批判と仮説
　スペンサーは自らの進化論をダーウィン説、
ラマルク説と比較して次のように特徴付ける。

「進化という事実にかんしては意見が一致して
いるけれども、その原因にかんしては相違があ
る」。①「ワイスマン教授とその支持者たちは、
自然選択によって全てを説明できると主張して
いる」。②「それとは逆に、機能的に生じた変
化の遺伝を認める人たちの中には、ヘンズロー
師＝教授のようにそれだけを要因と見る者も少
数だが存在する」。①がネオダーウィニズム、
②がネオラマルキズムである。
　スペンサー自身は、「両方の要因が作用する
という点で」ダーウィンに同意する。しかし、

「機能的原因で生じた変化の遺伝がダーウィン
の晩年の考えより以上に大きな役割を演じるも
のであることを、またさらに、進化が進んだそ
の前線においてはそれが最高の型を生じさせる
のに主要な役割をしたのであることを」彼は信
じる。（Spencer 1898, 559-560, 訳 226）ダーウィ
ンの場合は、①自然選択説が主、②ラマルク

（獲得形質の遺伝）説が従であるのに対して、
スペンサーの場合は、②ラマルク（獲得形質の
遺伝）説が主、①自然選択説が従であると言え
るだろう。

3．1．4．総括
　スペンサーの進化論の特徴は、次のように整
理できるであろう。①社会は「単純から複雑へ」
と進歩するという社会進化論を唱えた。これは
一種の進歩史観であり、ダーウィンの進化論と
は根本的に立場が異なる。この点については、
パースの進化論を検討する際に詳述する。②

「生存闘争を通じた最適者生存」という「社会
進化」の一般原理への不干渉、すなわち「自由

4 この考え方は、制度的経済学における「制度」（集合的思考習慣）の進化に継承されていったと言えるだろ
う。

5 「生存闘争を通じた最適者生存」という「進化の一般原理」への不干渉、すなわち「自由放任」がスペン
サーの立場であった。（高 2012, 144-45）
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放任」がスペンサーの立場であった。③スペン
サー自身は、自然選択と獲得形質の遺伝という
両方の要因が作用するという点でダーウィンに
同意する。ただし、ダーウィンの場合は、自然
選択が主、獲得形質の遺伝が従であるのに対し
て、スペンサーの場合は、獲得形質の遺伝が主、
自然選択説が従であるという違いがある。

3．2．パースの「進化の三様式」
　次に、プラグマティズムの創始者であるパー
スの「進化の三様式」について検討しよう。

3．2．1．偶然的進化
　パースは、「自然の諸法則と一様性一般とを
説明する唯一の可能な方法は、それらを進化の
諸結果と仮定する方法である」と述べ、「進化
論」という方法を高く評価する。そして、この
方法を次のように特徴付ける。「この方法はそ
れら（法則と一様性）を絶対的なもの、正確に
服従すべきものとは考えない。この方法は不確
実性、自発性、あるいは絶対的偶然という要素
を自然の構成要素とみなす」。（Peirce, 1935, 15, 

パース 1982, 207）その上で、進化の 3 つの様式
について論じている。進化の第一の様式は、
ダーウィンが考えているような「自然選択」で
ある。パースはこの様式を次のように説明する。
　「ダーウィンの理論によれば、進化は二つの要
素の作用によって成しとげられた。第一は形質
遺伝で、それは祖形によく似た子孫をつくりな
がら、しかも『変種形成』ないし偶然的変異―
多くのばあいはごくわずかな変異、まれには大
きな変異―のための余地を残しているという原
理である。第 2 は、死亡率を上回る出生率を維
持しえぬ品種、または、種族の絶滅である」。そ
して、「このダーウィンの原理は、明らかに、
大々的一般化が可能であ」り、「ここに可能な進
化の真の公式が与えられている」と、ダーウィ
ンの「自然選択」による偶然的進化論を高く評
価する。（Peirce, 1935, 16, パース 1982, 208-209）

3．2．2．必然的進化
　進化の第二の様式は「必然的進化」である。
パースはこの様式について次のように説明す
る。「偶然的進化の学説に真っ向から対立する
ものとして、あらゆる進化の原因を内的必然性
の原理、または他の形式の必然性に求める諸理
論がある」。「たとえば、ネーゲリは、諸形態が
ますます複雑にならねばならぬということは、
運動の第一法則と、原形質の有する未知の特異
な分子構造とから、何らかの仕方で、必然的に
導きだされる帰結であると考えた」。「ケリカー
によれば、ある形態は一定の成熟を成しとげた
のちに他の形態を生みだす」。「ワイスマンも、
自らはダーウィン主義者と称しているが、偶然
からはなにも生ぜず、あらゆる形態は両親から
の遺伝の期待的結果に過ぎぬと主張している」。
そして、彼らは、「みな一様に、彼らの観察す
る事実が指示していない機械的必然性を、自分
たちの科学に持ち込もうとしている」と否定的
に評価する。（Peirce, 1935, 200, パース 1982, 

332-33）
　H・スペンサーについても「機械論的原理」
にもとづいて進化を説明したがっている論者に
分類している。そして、そのような試みは「非
論理的」であるとして、4 つの理由を挙げてい
る。①進化の原理はいかなる外的原因をも必要
としない。成長傾向それ自体は、偶然に起こっ
た微小な胚種から生成したものだと仮定でき
る。②法則は、進化の結果と仮定すべきである。
③厳密な法則は同質性から異質性をけっして生
産できず、気まぐれな異質性は宇宙における一
番明白かつ固有な特性である。④エネルギー保
存の法則というのは、力学的法則に支配される
すべての作用は可逆的である、との命題と等価
であり、したがって、成長は力学的法則によっ
ては説明できない。以上 4 つは、いずれも「偶
然的進化」を支持し、「必然的進化」を否定す
る理由となる。
　結論として、「スペンサーは哲学的進化論者
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ではなく、中途半端な進化論者にすぎない」と
否定的に評価している。（Peirce, 1935, 15-16, 

パース 1982, 208）

3．2．3．習慣の力による進化（創造愛的進化）
　偶然的進化（突然変異による進化）と必然的
進化（機械的必然性による進化）とは敵対し合
う概念である。両者の争いを克服する第三の方
法が、「ラマルクの理論」のうちにひそんでい
ると、パースは述べる。（Peirce, 1935, 200, パー
ス 1982, 333）では、「ラマルクの理論」はどの
ようなものか。パースは次のように説明する。

「ラマルクの理論」もダーウィンと同様に「種
の発達は感知しえぬ変化の長い系列によって起
こったと仮定する」。ダーウィン説との違いは、
次の点にある。「その変化は、個体の生存中に
も努力と訓練との結果として起こり」、「生殖は
これらの変質を保持する以外、その過程でどん
な役割をも果たさない」、とラマルク説は仮定
する。「ラマルクの学説の方は個体が努力する
形質の発達だけを説明し」、「一方、ダーウィン
の学説は種族にとって真に有益な−個体にとっ
ては致命的かもしれないが−形質の生産だけを
説明する」。
　より広い視野で哲学的に考察すれば、「ダー
ウィンの進化は偶然の作用と、その結果生じる
劣性分子の絶滅とによる進化」であるのに対し
て、「ラマルクの進化は習慣と努力の効果によ
る進化である」と、パースは 2 つの進化論を哲
学的に対比する。（Peirce, 1935, 16-17, パース , 

209）そして、ラマルクの進化論の意義を、次
のように敷衍していく。「獲得形質の遺伝は習
慣形成という一般的性質を持ち、そして、習慣
形成とは精神の法則の生理学的領域内での表現
であり、派生物である」。そして、ラマルク主
義者はこうも考える。「形態の変化は、元来、
機械的原因に一部負うているとはいえ、その変
化をはじめて生み出す主たる要因としては、懸
命の努力と練習によってつけ加えられる過度な

成長とがある」。ところで、「努力」は「ある目
的に向けられるものであるゆえ、本質的に精神
的現象であり」、「練習による成長も」、「力学的
法則とはまったく相反する性格を持った法則」、
すなわち、「精神の法則」に従う。それゆえ、

「ラマルク的進化は習慣の力による進化である」。
（Peirce, 1935, 200-201, パース 1982, 333-34）
　ところで、一般に「習慣はどのように破壊さ
れるのか」。それは、以下のとおりである。「反
応は、通常、刺激の除去とともにおわる」。「そ
れは、刺激が存続するかぎり興奮が続くからで
ある」。したがって、「習慣とは、刺激の除去と
結びついた一般的行動様式である」。しかし、

「予測した刺激の除去が起こらないとき、興奮
は継続し、増大して、非習慣的反応が生じる」。
そして、「この反応には習慣を弱める傾向があ
る」。だとすると、「物質はその理想的法則に絶
対正確には従いはせず、さほど目立たぬ程度だ
が、規則性からの偶然的逸脱が生じる」。「この
逸脱も、概して、一様にわずかな効果を生み出
すであろう」。しかし、「原形質は、強度に不安
定な状態にある」。「そうした状態では、普通程
度の規則性からの逸脱に伴い、別の大規模な逸
脱が起こるであろう」。そして、「そのようにし
て生れた法則からの大規模な逸脱は、それ自体
が習慣的性質を帯びるならば、さらに進んで、
もろもろの法則を破壊する傾向を示すであろ
う」。「こうして習慣が破壊され、偶然的自発性
が再生するに伴い、精神の法則によって、感情
が強化される」。こうして習慣は破壊され、再
生するという過程をたどる。（Peirce, 1935, 173-

74, パース 1982, 312-13）
　「習慣は単なる惰性にすぎず、休止であって、
推進ではない」が、「エネルギーの前方噴出で
あり」、「それによって形態の新しい要素がまず
つくりだされる」。したがって、「習慣は二重の
役割を果たす」。「習慣は新しい特質の形成に役
立つ」と同時に、「その新しい特質を、その特
質を担う動植物の一般的形態と機能とに調和さ
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せるのに役立つ」。
　このような「習慣と努力による進化」をパー
スは次のように整理する。努力という「内面の
過程のほかに、環境の作用がある。この作用は
解体されるべく運命づけられている習慣を解体
し、それによって精神を活き活きとさせる」。
したがって、「ラマルク的進化の第一段階は、
さまざまな思想を自由に振る舞える状態におく
ことである」。第二段階の仮説は次のようにな
る。「練習による成長は、分子のばらばらな飛
行と、新しい物質による諸部分の修復とからなっ
ている。それゆえ、その成長は一種の再生産で
ある」。そして、「練習による成長は精神におい
ても生じる。実際、学習の本質はここにある」。
　こうして、進化の三つの様式がパースによっ
て示された。偶然的変異による進化、機械的必
然による進化、そして創造的愛による進化、で
ある。パースは、これらの進化を、偶然的進化、
必然的進化、アガペ的進化と呼ぶ。そして、学
説としては、偶然的進化主義、必然的進化主義、
アガペ的進化主義と名付ける。（Peirce, 1935, 

201-203, パース 1982, 334-36）
　こうした進化の三様式の問題を、パースは、

「人間の思想の歴史的発展と関連づけて」検討
している。まず、「思想の偶然的発展はいかな
る目的ももたず、外的環境からも論理の力から
もまったく拘束されずに、無頓着にさまざまな
方向に向かって、習慣的観念からわずかに逸脱
することで成り立っている。この新しい逸脱か
ら予期せぬ結果が生じ、それらの結果は、さま
ざまな逸脱のうちのある特定のものを、習慣と
して固定化する傾向を持っている」。次に、「思
想の必然的発展は、精神にとって内的、外的ど
ちらかの原因によって決定される性格をもった
新しい観念を、その観念がどこへ向かっていく
のか予知せずに、採用することから成り立つ」。

「外的原因としては、たとえば環境の変化があ
り、内的原因としては、たとえば一般化のよう
な、すでに容認された観念の論理的展開がある」。

　最後に、「思想のアガペ的発展は」、「偶然的
進化におけるように、まったく無頓着にではな
く」、「また必然的進化のばあいのように、たん
なる環境や論理の力によって盲目的にでもな
く」、「精神が獲得する以前にその性質が予見さ
れている観念そのものにたいする直接の魅力に
よって、共感の力によって、すなわち精神の連
続性によって、ある一定の精神的傾向を採用す
ることである」。
　パースは、この精神的傾向には三つの種類が
あると論じる。「第一に、それは全体の人びと、
ないしは共同体の集合的人格性に影響を及ぼ
し、それを介して、集合的人びとと強力な共感
的関係をもつような個々人に伝達されうる」。

「第二に、それは私的人格に直接影響を及ぼし
うる」。「第三に、それは、ある個人の人間的愛
情とは無関係に、その人の精神をとりこにする
魅力によって、その個人に影響を及ぼすことが
できる」。「天才の予見と呼ばれてきた現象がこ
れに相当する」。（Peirce, 1935, 205-206, パース
1982, 340-41）
　以上のように、パースは第三の進化様式を

「習慣の破壊と再生」による進化と特徴付ける。
そして、この進化様式を「精神的現象」と捉え
る。ダーウィンが『人間の由来』で論じた、人
間の心的能力の進化、道徳の進化を検討する際
には、この「第三の進化様式」である「ラマル
ク的進化」の適用が有効であるといえるかもし
れない。

3．2．4．総括
　パースの哲学的進化論について総括しておこ
う。
　（1）「進化論」とは、「自然の諸法則と一様性
一般」を「進化の諸結果と仮定する方法である」
というのがパースによる進化論の定義である。
　（2）「進化論」という方法は、「法則と一様性」
を絶対的なもの、正確に服従すべきものとは考
えない。この方法は不確実性、自発性、あるい
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は絶対的偶然という要素を自然の構成要素とみ
なす。これが、パースによる進化論の特徴付け
である。
　（3）進化の第一の様式は、ダーウィンが考え
ているような「自然選択」である。この様式で
は、進化は二つの要素の作用によって成しとげ
られる。第一は形質遺伝で、それは祖形によく
似た子孫をつくりながら、しかも「変種形成」
ないし偶然的変異のための余地を残している。
第二は、死亡率を上回る出生率を維持しえぬ品
種、または、種族の絶滅である。パースは、こ
のダーウィンの「自然選択」による偶然的進化
論を高く評価する。
　（4）進化の第二の様式は「必然的進化」であ
る。この様式は、「偶然的進化の学説に真っ向
から対立するもの」で、「あらゆる進化の原因
を内的必然性の原理、または他の形式の必然性
に求める」理論である。これらの理論は、「み
な一様に」、自らの「観察する事実が指示して
いない機械的必然性を、自分たちの科学に持ち
込もうとしている」とパースは否定的に評価す
る。　H. スペンサーについても「機械論的原理」
にもとづいて進化を説明したがっている論者に
分類している。そして、そのような試みは「非
論理的」であるとして、4 つの理由を挙げてい
る。①進化の原理はいかなる外的原因をも必要
としない。②法則は、進化の結果と仮定すべき
である。③厳密な法則は同質性から異質性を
けっして生産できない。④成長は力学的法則に
よっては説明できない。結論として、「スペン
サーは哲学的進化論者ではなく、中途半端な進
化論者にすぎない」と否定的に評価している。
　（5）偶然的進化と必然的進化とは敵対し合う
概念であり、両者の争いを克服する第三の方法
が、「ラマルクの理論」のうちにひそんでいる。

「ラマルクの理論」もダーウィンと同様に「種
の発達は感知しえぬ変化の長い系列によって起
こったと仮定する」が、ダーウィン説との違い
は、「その変化は、個体の生存中にも努力と訓

練との結果として起こる」、と仮定する点にあ
る。「ラマルクの学説は個体が努力する形質の
発達を説明」する。より広い視野で哲学的に考
察すれば、「ダーウィンの進化は偶然の作用と、
その結果生じる劣性分子の絶滅とによる進化」
であるのに対して、「ラマルクの進化は習慣と
努力の効果による進化である」と、パースは 2
つの進化論を対比する。
　そして、ラマルクの進化論の意義を、パース
は次のように敷衍する。「獲得形質の遺伝は習
慣形成という一般的性質を持ち、そして、習慣
形成とは精神の法則の生理学的領域内での表現
であり、派生物である」。「形態の変化」を「は
じめて生み出す主たる要因としては、懸命の努
力と練習によってつけ加えられる過度な成長と
がある」。ところで、「努力」は「ある目的に向
けられるものであるゆえ、本質的に精神的現象
であり」、「練習による成長も」、「精神の法則」
に従う。それゆえ、「ラマルク的進化は習慣の
力による精神の進化である」。
　このような「習慣と努力による進化」をパー
スは次のように整理する。努力という「内面の
過程のほかに、環境の作用がある。この作用は
解体されるべく運命づけられている習慣を解体
し、それによって精神を活き活きとさせる」。
したがって、「ラマルク的進化の第一段階は、
さまざまな思想を自由に振る舞える状態におく
ことである」。第二段階の仮説は次のようになる。

「練習による成長は、分子のばらばらな飛行と、
新しい物質による諸部分の修復とからなってい
る。それゆえ、その成長は一種の再生産であ
る」。そして、「練習による成長は精神において
も生じる。実際、学習の本質はここにある」。
　以上のように、パースは第三の進化様式を

「習慣の破壊と再生」による進化と特徴付ける。
そして、この進化様式を「精神的現象」と捉え
る。ダーウィンが『人間の由来』で論じた、人
間の心的能力の進化、道徳の進化、そして、制
度的経済学が重視する制度（集合的思考習慣）
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の進化、を検討する際には、この「第三の進化
様式」である「ラマルク的進化」の適用が有効
であるといえるだろう。

4．制度的経済学の進化論

　4．では、制度的経済学−ヴェブレンとコモ
ンズ−の進化論を検討する。

4．1．ヴェブレンの制度進化論
　4．1．1．で『有閑階級の理論』を検討し、4．
1．2．で『営利企業の理論』を検討する。

4．1．1．『有閑階級の理論』（1899）
4．1．1．1．ヴェブレン制度進化論の構図
　まず、『有閑階級の理論』第 8 章で述べられ
ているヴェブレンの制度進化論を検討してみよ
う。彼は進化論の構図を次のように提示する。

「人間生活と社会構造の発展を実現してきたさ
まざまの力を、究極的に、生きている組織

（tissue）と物理的環境という条件に還元でき
る」。（Veblen 1899,189, 訳 188）「生きている組
織」と「物理的環境」という構図は、「生物」
と「自然環境」というダーウィンの構図とほぼ
同じである。この構図をヴェブレンは「人間的
であると同時に非人間的でもある環境」と「肉
体的かつ知的な構造をもつ人間主体」と読み替
える。そして、「人間主体は」、「好都合な変異
を選択的に保存するという規則に従っている」
と論じる。そして「変異」については、「適応
に起因する変異」や「特別な習慣的な考え方の
間で生じる選択に起因する変異」もあると指摘
している。この部分は、ダーウィン同様、ラマ
ルク説を部分的に認めていることを示している。
　そして、この「好都合な変異の選択は、おそ
らくその大部分が民族類型の選択的保存から成
り立っている」が、それらの「一般的枠内で、
思考習慣の選択的適応のプロセスが同時に進行
している」。ここで、「思考習慣＝制度」という

概念が登場する。これは、ダーウィンが『人間
の由来』で論じた、人間の知的・社会的・道徳
的能力の進化の応用であるといえる。「環境」
と「人間主体」という構図が、「環境」・「制度」・

「人間主体」という構図に発展している。そし
て、進化するのは「制度」となる。これに対し
て、ネオダーウィニズムの場合には、遺伝し進
化するのは「遺伝子」である。ヴェブレンの場
合、遺伝し、進化するのは、「遺伝子」ではな
く、「制度」なのである。この構図によってヴェ
ブレンの制度進化論は展開されていく。その内
容を見てみよう。
　「社会における人間の生活は」、「生存のため
の闘いであり」、「選択的適応のプロセスでもあ
る」。「社会構造の進化は、制度の自然選択のプ
ロセスであった」。「人間の制度や性格」におけ
る進歩は、漸進的に変化する「環境に対する
個々人の強制的な適応のプロセス」と「最適な
思考習慣の自然選択」によって生じる。このよ
うに、制度進化の構成要素は次の 3 つのプロセ
スである。①環境の漸進的変化。②環境に最適
な制度（思考習慣）の選択。③環境に対する
個々人の（強いられた）適応。
　より詳しく見ていくと次のようになる。①環
境は、コミュニティの成長と、変化する制度と
ともに、漸進的に変化する。②制度は選択と適
応の結果である、と同時に次の機会には、選択
の有効な要因となる。したがって、変化する制
度は、次の機会に、①最適な気質に恵まれた個
人を「選択」するのに役立つだけでなく、②新
しい制度の形成を通じて、個人の気質や習慣を、
変化しつつある環境に対してよりよく「適応」
させるのにも、役立つ。
　そして、環境と制度の関係について、次のよ
うに論じる。今日の状況が、選択的で強制的な
プロセスを通じて、明日の制度を形作る。制度
は過去のプロセスの産物で、過去の環境に適応
したものである。したがって、現在が要求して
いるものに完全に一致することはない。
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　この選択的適応のプロセスは、社会がおかれ
ている状況の漸次的変化に追いつくことはでき
ない。状況、つまり、選択を実行させる生活の
必要性は日々変化するからである。今日の制度
は、今日の状況に完全に適合しているわけでは
ない。したがって、制度は保守的要因、保守主
義の要因となる。その制度の保守性について次
のように説明を加える。
　「変化した状況が要求することに適応しよう
と試みる人間の思考習慣の再適応は」、「のろの
ろと不承不承にしか」、「遂行されない」。「社会
の特定部分や階級が」、「環境のもつ力から保護
されている場合には」、彼らは、「自己の考え方
と生活方式を、とてつもなくゆるやかに変化し
た一般状況に適応させようとするだろう。その
分だけ、それは社会的変革のプロセスを遅延さ
せることになりがちだろう。富裕階級は、変化
や再適応に貢献する経済力という点で見ると、
そのような保護された地位にある」。このよう
に、ヴェブレンは、制度の保守性の例として

「有閑階級という制度」を取り上げて論じてい
る。（Veblen 1899, Ch, Ⅷ）

4．1．1．2．ヴェブレン制度進化論の概要
　そこで、全体の構図を確認しておこう。ヴェ
ブレンは歴史を、原始未開、野蛮、現代の三つ
に分割する。環境は、①原始未開時代⇒②野蛮
時代⇒③現代、へと漸進的に変化する。各々の
時代には、環境に最適な制度（思考習慣）が選
択され、個々人は適応を強いられる。制度は選
択と適応の結果である。①原始未開社会は、平
和愛好的で定住的であり、個人所有は経済シス
テムの支配的な特徴になっていなかった。②し
かし、野蛮時代になると、状況は一変する。野
蛮時代の前期には、非産業的職業と産業的職業
が峻別され、上層の非産業的有閑階級と下層の
産業的労働階級という差別が生まれ、職業の性
別分業も明確になった。（Veblen 1899, Ch, Ⅰ）
　野蛮時代前期に所有は略奪的所有から始まっ

たが、野蛮時代後期になると、略奪的文化は金
銭的文化にその席を譲り、武勲と戦利品が名誉
であるという見方から、富そのものが名声の象
徴であるという見方に変わっていった。（Veblen 

1899, Ch, Ⅱ）そして、野蛮時代後期に「有閑階
級」という制度が出来上がる。この有閑階級を
虜にしたのが「顕示的閑暇」であり、「顕示的
消費」であった。（Veblen 1899, Ch. Ⅲ , Ⅳ）
　③だが、現代になると、平和愛好的な産業社
会への回帰的転換が起こる。「平和愛好的文化
段階からの残存物と見なしうる古代的特性のな
かには」、「われわれが良心と呼ぶ種族連帯本能
と」、「モノ作り本能がある」。これに対して、

「略奪的な気質は、現代生活のあらゆる目的、
とくに現代的な産業活動にとって役立つもので
はない」。「現代社会におけるすべての産業的利
益は、もっぱら産業効率にある」。「この集団的
利益は、正直、勤勉、平和愛好性、善意、利己
主義の欠如、さらには因果関係の習慣的な認識
と理解」「によって最もよく促進される」。「略
奪的なタイプ人間は、このような特性をごくわ
ずかしかもっていないから、現代的な集団生活
の目的にとって貢献するところがない」。（Veblen 

1899, Ch. Ⅸ）

4．1．1．3．「金銭的制度」の「再適応」
　このように、過去（野蛮時代後期）の状況の
中でできあがった「金銭的制度」そして、「有
閑階級という制度」が最も発展を遂げたのは

「野蛮」時代であった。とりわけ、野蛮時代の
後期になると、略奪的文化は金銭的文化に席を
譲り、富そのものが名声の象徴となる。しかし、
現代になると、過去の状況の中でできあがった

「金銭的制度」（「有閑階級」という制度）は、
今日の状況に完全に適合しなくなる。しかし、

「現在の思考習慣（制度）は、環境が変化を強
制しないかぎり、無限に持続する傾向をもって
いる」。だが、「変化した環境に対する制度と習
慣的な考え方の再適応は、外部からの圧力に応
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じて実行される」。
　この「再適応」は、「金銭的な制度の修正」
という形を取る。「産業的生活の変化は、取得
方法の変化を要求する」。「金銭的な利益や金銭
的思考習慣が制度の発展に及ぼす影響は、私有
財産の保全、契約の執行、金銭的取引の便宜、
既得権にとって役立つさまざまな立法や慣行の
なかに見られる」。「破産や管財制度、有限責任、
銀行貸付や通貨、労働者や雇主の連合、トラス
トやプールに影響を及ぼす変化は、そのような
意味をもっている」。
　このように、「金銭的制度」は新しい環境に

「再適応」するために、修正を余儀なくされる。
この修正の「直接の目的は、平和的で秩序立っ
た利己的な収益権の便宜を拡大すること」、す
なわち、有産階級の既得権益の維持・拡大で
あった。しかし、「その間接的な効果は、この
直接の目的を超えている。企業のより円滑な経
営が、産業と産業外の生活をますます混乱なく
持続できるようにするだけでなく、日々の業務
のなかで抜け目なく差別待遇をするように要求
する騒擾や紛争の排除が、金銭的な階級それ自
体を余分なものにしてしまうように作用する」。

（Veblen 1899, 210-11, 訳 208）

4．1．1．4．『有閑階級の理論』の制度進化論
　『有閑階級の理論』の制度進化論を整理する
と次のようになる。
　①環境は、原始未開時代⇒野蛮時代⇒現代、
へと漸進的に変化する。各々の時代には、環境
に最適な制度が選択される。野蛮時代後期には、

「金銭的制度」が選択される。個々人は「金銭
的制度」に適応することを強いられる。
　②環境が野蛮時代から現代へ変化すると、「金
銭的制度」は最適な制度ではなくなる。人間の
思考習慣（制度）は、新しい環境に「再適応」
を試みるが、そのプロセスは、「のろのろと不
承不承にしか」進行しない。
　③「金銭的制度」は新しい環境に「再適応」

するために、修正を余儀なくされる。この修正
の「直接の目的」は、有産階級の既得権益の維
持・拡大であった。しかし、その「間接的効果」
は、金銭的な階級の衰退であった。

4．1．2．『営利企業の理論』（1904）
4．1．2．1．「営利原則」による産業過程の浸食
　制度（思考習慣）は過去のプロセスの産物で
あり、過去の環境に適応したものであり、それ
ゆえ、現在の環境が要求しているものに完全に
一致することはない。この選択的適応のプロセ
スは、いかなる時でも、社会が置かれている状
況の漸進的変化に決して追いつくことはできな
い。なぜならば、適応を強制し、選択を実行す
る環境、状況、生活の切迫した事情は、日々変
化するからである。その結果、今日の制度は今
日の状況に完全に適合しているわけではない。
現在の人間の思考習慣は慣性を持つ保守的要因
なのである。（Veblen1899, 191, 訳 190-91）ここ
から、古い制度と新しい環境との矛盾という問
題が発生する。野蛮時代の環境に適応する金銭
的制度と、平和愛好的な産業社会との対立とい
う構図である。この構図は『営利企業の理論』
の中で論じられていく。
　①現代工業社会では機械を中心とした「産業」
が支配的な地位を占め、産業社会のペースを決
定している。②それと同時に、現代は、「営利」
企業の時代でもある。産業活動の主要な部分で
は、利潤追求が経済活動の目的なのである。こ
の利潤追求にもとづく経済行動を組織化するの
が営利企業、とりわけ法人企業である。この産
業社会において決定的な役割を果たすのが実業
家である。実業家が、投資の機能と市場を通じ
て、工場と生産工程を支配し、産業社会の動き
を決定する。
　では、なぜ①「産業」と②「営利」が対立す
るのであろうか。その理由は次の通りである。
①「ある設備体系を利用して行われる機械過程
は、他の多くの機械過程の適切な働きに依存し、
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それを前提としている」。「この諸過程の相互連
関のために、現代の産業体制は全体として一つ
の包括的で均衡的な機械過程なのである」。「こ
の産業過程全体が効率的に機能するためには構
成要素である様々なサブ・プロセスが全体とし
て適当な調和を保って機能しなければならな
い」。「この産業過程全体の隙間の調整に少しで
も狂いがあれば、全体の機能は妨げられる」。

（Veblen 1904, Ch. Ⅱ）
　②しかし、機械過程の構成要素であるサブ・
プロセスは、営利企業の支配下にある。このた
め、サブ・プロセス相互間の均衡保持という問
題、すなわち「隙間の調整」は、実業家の利潤
動機に従属することになる。均衡の攪乱から生
まれる差別的利益の獲得を目指す実業家の手に

「隙間の調整」が委ねられると、産業の調整は
「営利的取引」として行われ、「営利原則」が産
業過程を浸食することになる。例えば、独占企
業は生産制限により資源・設備・労働力を意識
的に不完全雇用の状態に置き、独占価格により
差別的利益を獲得する。また、広告により差別
的独占を作り出し、無駄な消費を助長すること
によって、差別的利益を生み出す。このように、
営利企業が差別的利益の追求行動をとるように
なると、産業全体の効率性が阻害され、共同社
会の福祉の増進からの逸脱が起こるようにな
る。（Veblen 1904, Ch. Ⅲ）以上が、「営利原則」
による産業過程の浸食である。

4．1．2．2．金融バブルの形成と崩壊
　このように、現代の産業社会では「営利原則」
による産業過程の浸食が生じているが、この浸
食は、金融市場、資本市場の発達に伴いますま
す拡大するとヴェブレンは考えた。金融市場、
資本市場における価格決定が投機的な動機に基
づいてなされるようになるからである。企業の
実物的な生産手段の固定性は高まるが、企業が
発行する株式や債券は金融資産市場で高い流動
性を付与される。この市場で形成される価格は、

企業の実物的な側面を反映するよりも、将来の
差別的利益に対する期待によって大きく左右さ
れるようになる。将来の予測に基づいて形成さ
れる資産価格の評価は、金融資産市場を不安定
化する要因となる。
　差別的利益に対する楽観的期待が現実のもの
となれば株価は上昇し、株価の上昇によるキャ
ピタルゲインを求めて、株価の上昇は投機的な
ものとなる。しかし、楽観的期待が実現しなく
なると、人々の期待は悲観的なものとなり、株
価の暴落が起こる。株価の暴落は、投資の収縮
を導き、有効需要は減退し、非自発的失業が大
量に発生する。国民所得は大幅に減退し、実業
家の利益への期待は益々悪化し、投資の一層の
収縮、有効需要のさらなる減退、非自発的失業
の増加という悪循環が起こり、慢性的な経済停
滞という事態に陥る。金融バブルの発生と崩壊、
景気の螺旋的悪化、慢性的不況という事態が、
現代資本主義の制度に内在する要因によって引
き起こされることをヴェブレンは論じていた。

（Veblen 1904, Ch. Ⅶ）

4．1．2．3．螺旋的回帰の進化論
　このように、②営利企業の「金儲け」の動機
による営利活動は、①現代産業社会の機械過程
と矛盾し、産業の効率を損ない、共同社会の福
祉増進からの逸脱をもたらすことがヴェブレン
によって示された。このことは、②営利企業の

「因習的で人格的な」思考習慣である「私的所
有権制度」が、①現代の産業社会とは矛盾し、
時代遅れの存在になっていることを意味する。

（Veblen1914, Ch. V）時代遅れの思考習慣に代
わって、①現代産業社会の担い手である労働者
や技術者の新しい思考習慣である「即物的で非
人格的な因果関係になじんだ」思考習慣が育っ
てくると、ヴェブレンは 1914 年に出版された

『職人技本能と産業技術の発展』の中で論じてい
る。（Veblen1914, Ch. Ⅶ）そして、②古い思考習
慣と①新しい思考習慣の対立が拡大していく。
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　この対立は、労働組合と営利企業の対立や社
会主義運動として顕在化しており、営利企業体
制は衰退に向かう運命にある。しかし、営利原
則や営利慣行の文化的影響は根強く、広い範囲
に及んでいる。営利原則が支配する最大で最も
有望な文化的規律の要因は、国家政策である。
営利企業の利害は積極的な国家政策を要望す
る。そのような政策は、愛国的であり、好戦的
である。好戦的で愛国主義的な先入観は、服従
や規範的権威というような野蛮時代の美徳を強
化する。②営利原則の衰退が、③野蛮時代の好
戦的文化の復活を生み出すと、ヴェブレンは述
べている。（Veblen1904,Ch. Ⅸ , Ⅹ）
　ここでは、②営利企業は衰退の運命にあるが、
短期的には、③帝国主義政策のような野蛮時代
の好戦的文化が蘇生し、復活するという議論が
展開されている。ヴェブレンは、古い思考習慣
は時代遅れとなり、営利企業は衰退に向かうが、
営利原則の影響力は根強く、③野蛮時代の好戦
的文化が復活するという先祖返り（螺旋的回帰）
の進化論を提起していた。

4．1．2．4．『営利企業の理論』における制度
　　　　　　  進化論
　『営利企業の理論』におけるヴェブレンの制
度進化論は次のように整理できるだろう。
　①現代産業社会という環境の登場は、②営利
企業の「因習的で人格的な」思考習慣である

「私的所有権制度」を、時代遅れの存在にする。
①新しい環境が、②旧い制度（思考習慣）を淘
汰するという構図である。そして、①新しい環
境が、③現代産業社会の担い手である労働者や
技術者の新しい思考習慣である「即物的で非人
格的な因果関係になじんだ」思考習慣を育む。
すなわち、①新しい環境が、③新しい制度を選

択する、という構図である。これは、環境が制
度を選択（淘汰）するという、自然選択（淘汰）
の進化論である。
　しかし、②営利企業は衰退の運命にあるが、
営利原則の影響力は根強い。旧い環境に適応し
ている旧い制度は、新しい環境に「再適応」し
ようとする。営利企業の利害は積極的な国家政
策を要望する。そのような政策は、愛国的であ
り、好戦的である。営利原則の衰退が、野蛮時
代の好戦的文化の復活を生み出す可能性がある。

4．1．3．ヴェブレンの制度進化論の特徴
　『有閑階級の理論』と『営利企業の理論』に
共通するヴェブレンの制度進化論の特徴を整理
しておこう。
　①環境は、原始未開時代⇒野蛮時代⇒現代、
へと、漸進的に変化する。②各々の時代には、
環境に最適な制度（思考習慣）が選択される。
③しかし、旧い時代の環境に適応している制度

（たとえば「金銭的な制度」）は容易くは淘汰さ
れず、新しい時代の環境に「再適応」しようと
する。④その結果が、短期的には、「金銭的な
制度の修正」であったり、「野蛮時代の好戦的
文化の復活」という先祖返りだったりする。
　したがって、ヴェブレンの制度進化論は、①

「環境による制度の自然選択」という議論が主
軸、②「制度の環境への適応」という議論が副
軸、である。ダーウィン進化論も、①「自然環
境による変異の自然選択」説が主軸、②「自然
に適応する習慣の獲得」説が副軸、である。そ
の意味で、ヴェブレンの制度進化論は、ダー
ウィン進化論の論理構造を継承していると言え
よう 6。

6 「思考習慣＝制度」の選択的適応というヴェブレンの議論は、ダーウィンが『人間の由来』で論じた、人間
の知的・社会的・道徳的能力の進化の応用であると考えられる。ダーウィンは『人間の由来』で、道徳の
基礎を「集団の一般的利益」に求めていた。ヴェブレンは、旧い制度（たとえば金銭的制度）の新しい環
境への「再適応」の努力の基礎を、「集団（有閑階級）の一般的利益」に求めていたと考えられる。
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4．2．コモンズの制度進化論
　次に、コモンズの制度進化論を検討しよう。

4．2．1．制度の生成と進化
　制度は「個人行動を制御し、解放し、拡大す
る集合行為」と定義される。「制度」は、「合理
性の限界」と「不確実性」に直面する我々人間
に、義務の調和を通じて期待の一致を保証する
もので、経済的、法的、倫理的性格を持ち、歴
史的に進化する。制度的経済学は法政治経済学
的アプローチをとる。利害の異なる多様な集団
間での「義務の調和」によって公共目的に資す
る制度が生まれ進化すると考える。支配力のあ
る集団の利害を反映する制度や政策であって
も、社会全体にとって有益であり倫理的にも正
当化できなければ定着はしない。（Commons 

1931, 648-51, 柴田 2021, 58-59,148,173-74）

4．2．2．法制度の進化
　コモンズ制度進化論の特徴は、その法政治経
済学的アプローチにある。資本主義経済の進化
を法制度の進化としてとらえる視点である。資
本主義経済を支える最重要な「法制度」は、「私
有財産制」である。イギリスにおいて早期に資
本主義が順調に発達したのは、17 世紀末の名誉
革命の成功により立憲君主制が確立し、私有財
産制が保証されたからである。そして、「私有
財産制」の進化が資本主義の発展を支え、促進
した。「私有財産」の定義は、「有体財産」から
債権を表す「無体財産」へ、そして「無形財産」
へと拡張されていった。この「私有財産」の定
義拡張に伴い、自由の定義も肉体的な束縛から
の自由から経済的強制からの自由へ、市場へ接
近する権利（無形財産）へと拡大していった。
こうした財産概念の拡張、自由概念の拡張が、
封建制から資本主義への転換、そして資本主
義の発展を推進する重要な要因であった。以
上 が、 コ モ ン ズ 制 度 進 化 論 の 骨 格 で あ る。

（Commons [1934]1990,423-25, 柴田 2021, 149, 174）

4．2．3．銀行家資本主義時代の「不安定化」
　コモンズは資本主義の産業段階を、商人資本
主義、雇主資本主義、銀行家資本主義の三段階
に分ける。そして、銀行家資本主義時代の特徴
は「不安定化」であると述べる。では、この時
代になぜ「不安定化」が生じるのか。その理由
を、コモンズは、無体財産と無形財産という二
つの対照的な概念を使って説明する。

4．2．4．無体財産と無形財産
　「無体財産」と「無形財産」は、コモンズ制
度進化論の核心を成す概念である。両者は、対
照的な性格を帯びている。前者は債権者と債務
者の関係であり、権利−義務関係である。法的
に強制が可能な契約であり、債権者は無体財産
を保有する。この無体財産は負担の法の下にあ
る。債権者は時の経過に伴いあらかじめ決めら
れた（債務者による）債務支払いから生じる貨
幣収入をあてにすることができる。後者は、販
売（生産）者と購入者の関係で、「自由とリス
クにさらされている状態」の関係である。販売
者は無形財産を保有し、無形財産は機会の法の
下にある。無形財産保有者は、将来の不確実な
生産物の売却（他者による生産物の購入）から
生じる貨幣収入を期待する。前者は確実な財産
で あ り、 後 者 は 不 確 実 な 財 産 な の で あ る。

（Commons[1924]1995, 21-28, 235-82, Commons 

[1934]1990, 415-23, 柴田 2021, 75-76）

4．2．5．景気循環と金融不安定性
　銀行資本主義の取引を構成する 2 つの財産の性
格の違いから景気循環が生まれる、というのがコ
モンズの景気循環論の核心である。無体財産は将
来の債務の支払の現在価値であり、利子は待機
の代償である。無体財産価値（名目価値＝制度
的価値）は景気が変動して物価水準が変わって
も変化しない。これに対して、無形財産は将来
の販売から期待できる純所得の現在価値であ
り、利潤はリスクを冒すことへの代償である。
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無形財産価値（名目価値 = 制度的価値）は景気
変動、物価変動に伴い激しく変動する。好況期
には無形財産価値が無体財産価値を大幅に上回
るようになり、債務に依存した投資が拡大する。
逆に、不況期には無形財産価値が無体財産価値
を下回り、債務に依存した投資は減退する。
　コモンズは、景気循環を生み出す 3 要因を、
①期待収益率（資本利回り）、②商品の平均価
格、③利子率、に求めた。そして、景気循環を
生み出す要因として、②物価変動を重視した。
それは何故か。物価の変動が 2 種類の対照的な
財産価値に異なる影響を与えるからである。

（α）物価の上昇は無形財産価値を増価させる
が、無体財産価値は変化しない。その結果、実
質債務負担が低下し、債務に依存した投資が拡
大する。（β）物価の下落は無形財産価値を減
価させるが、無体財産価値は変化しない。その
結果、実質債務負担が増加し、債務に依存した
投資は削減される。物価（名目価格）の変動が
実質債務負担の逆方向への変動をもたらし、
バブルの形成と崩壊による景気循環の振幅拡
大という金融不安定性が生み出される。信用
制度の進化に伴い、債務に依存した投資が拡
大し、金融不安定性が拡大する。これが、コ
モンズの描いた銀行家資本主義の特徴である。

（Commons[1934]1990, 598-610, 柴田 2021, 94-97, 

100, 107, 109, 157, 159）

4．2．6．安定化論Ⅰ－物価水準の安定化－
　こうした銀行資本主義時代の「不安定化」に
対して、「安定化」の集合行為が自生的に生成
してくるというのがコモンズ制度進化論の特徴
である。その第 1 が「物価水準の安定化」で
あった。物価水準を安定化させれば、無体財産
価値も安定化し、景気循環の振幅は縮小できる
と考えたのである。
　①中央銀行の協調行動
　コモンズがまず第１に注目したのは、中央銀
行の「公共的義務」の原則に基づく協調行動で

あった。その目的は、商業恐慌の抑止あるいは
緩和であった。商業恐慌が発生すれば商品の投
げ売りが起こり、物価の暴落が起こる。物価が
暴落すれば、負債の実質負担が急増し、倒産す
る銀行や商人が急増する。こうした恐慌とそれ
に伴う物価の暴落を抑制し、緩和する中央銀行
の協調行動は「支払共同体」を維持する行動で
あり、その後「最後の貸し手機能」として制度
化され、拡充されていく。
　②物価の安定化
　コモンズが第 2 に注目したのは、連邦準備制
度設立による「物価の安定化」であった。この
目標は現在の中央銀行の金融政策の目標に組み
込まれている。（Commons[1934]1990, 434-38, 

773-74, 780, 788-90, 805, 柴田 2021, 113-15）

4．2．7．安定化論Ⅱ－無形財産価値の保護育
　　　　  成－
　安定化の集合行為のもう 1 つの観点は、無形
財産価値の保護育成であった。無形財産価値の
健全な増進が、長期的な経済発展の原動力であ
ると考えたからである。その第 1 の例は「失業
保険制度」である。

4．2．7．1．失業保険制度－労使間グッドウィ
　　　　　    ルの保護育成－
　失業保険制度の提案には 2 つの潮流がある。
第 1 の制度が「州基金」で、「社会的責任」と
いう理論に依存している。第 2 の制度が「設立
基金」で、「雇主責任」という理論に依存して
いる。コモンズが支持し、プラン策定に関わっ
たのは第 2 の提案であった。彼は 1921 年に原
案の策定に関与し、1932 年に改訂案がウィスコ
ンシン州で「失業準備金法」として採用された。
この法律は、失業者を出さない雇主は保険料を
拠出する必要がなく、逆に、多くの失業を出す
雇主は多くの保険料拠出を義務付けられるとい
う仕組みになっていた。（Commons[1934] 1990, 

841-42, 873）
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　このように、失業保険制度にみられるコモン
ズの安定化の考え方は、政府が課税によって雇
用を維持できる企業から保険金を拠出させ、失
業者を救済するという性格のものではなく、企
業の雇用維持努力を奨励するという性格のもの
であった。その意味で、雇主に従業員との「共
存共栄」を促す制度であった。これは「課税権
限」ではなく「規制権限」の発揮であった。企
業の雇用維持は労使間のグッドウィルの保護育
成を促し、企業の長期的な利益に資すると考え
られる。この意味で、コモンズの失業保険のプ
ランは、労使間のグッドウィルの保護育成とい
うプランであった。（柴田 2021, 116-17）

4．2．7．2．グッドウィルの保護
　無形財産価値の保護のもう 1 つの例は、グッ
ドウィル（発明、特許、暖簾、商標）の保護で
ある。この発明、特許、暖簾、商標の保護は、

「生産性上昇の利得は、最初は、生産者に帰属
されるべきである」という倫理的言明である。
これは、生産性上昇への誘因を高める効果があ
る。そして、生産性上昇による時短、利潤と賃
金の増加が可能となる。グッドウィルの保護は、
生産性上昇の誘因となり、現代の企業の最も重
要な資産である無形財産価値を保護育成するこ
とにつながる、とコモンズは主張した。（Commons 

[1934]1990, 801-2）

4．2．7．3．「無形財産」概念・グッドウィル
　　　　　　  概念の転換
　コモンズは、無形財産概念をヴェブレンの否
定的概念（搾取）から肯定的概念（道理に適う
価値）に転換した。同様に、コモンズはヴェブ
レンの否定的なグッドウィル（暖簾）概念も肯
定的なものに転換した。ヴェブレンは「暖簾」
価値の基礎を「差別的独占」に求め、社会に利
益を与えるものではないと否定的に評価する。
これに対して、コモンズは「暖簾」の「差別的
価値」の源泉を「多様なステークホルダーとの

良好な取引関係の維持」に求める。顧客の企業
に対するグッドウィル（愛顧）を支えるのは、
その企業の取引先、労働者などとの良好な取
引・雇用関係なのである。したがって、その

「差別的価値」は「道理に適う」ものとなる。
（Commons[1934]1990, 649-52, 667-68, 673）

4．2．7．4．労使間互酬関係の生成
　グッドウィルは互酬であり、相互の譲与であ
る。そして、グッドウィルは自由の所産でもあ
る。雇主と労働者は、相互に利益があると期待
できるので随意の労働契約を自発的に更新す
る。民間経済主体の自発的な行動が労使間の互
酬関係を形成するのである。では、労使間の互
酬関係はどのように形成されるのだろうか。コ
モンズは次のように説明する。オーウェンのよ
うな進歩的雇主が、事業の繁栄と公共的精神を
組み合わせ、実行可能で利益が出る模範を示す
ことによって、労働法規の開拓者となる。つま
り、オーウェンのような「賢明な利己心」を持
つ「弱い利他主義者」は、労働者に高賃金など
の良好な労働条件を提供することによって短期
的にはコストが上昇し損失を被るが、長期的に
は生産性上昇、離職率低下、顧客の愛顧獲得に
より利益を増やすことができる。彼のような存
在 が「 共 存 共 栄 」 の 模 範 を 示 す の で あ る。

（Commons 1919, 18, 19, 24）

4．2．7．5．労働法規の役割
　しかし、労使の互酬関係は全領域には広がら
ない。雇主の中には「啓発されていない利己心」
を持つ者がいるからである。彼らは、価格引き
下げ競争によって短期的な利益を得ようとする
だろう。この競争は賃金と物価を引き下げ、進
歩的な雇主の先駆的試みを後退させるだろう。
このため、労使の自発的な互酬関係形成を補完
する労働法規が必要となる。労使の自発的な互
酬関係形成が労働法規の開拓者となり、労働法
規が労使間のグッドウィルを補完する。グッド
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ウィルを補完する法律が「労働の公益理論」で
ある。
　1898 年の Holden v. Hardy 事件における連邦
最高裁判決が「労働の公益理論」成立の画期と
なった。連邦最高裁は、鉱山と製錬所の労働者
の労働時間を 1 日 8 時間に短縮する法案を合憲
とするユタ州最高裁の判決を支持したのであ
る。この判決により、労働者は一般市民の一部
であり、仕事中の労働者の健康のための法律は
特定の階級のための法律ではなく、公共目的の
ための道理にかなった法律であると認識される
ようになったのである。
　以上のように、労使の自発的な互酬関係形成
が労働法規の開拓者であり、労働法規は労使の
自発的な互酬関係形成を補完する役割を果たす
というのが、コモンズの労使間グッドウィル生
成論の骨格である。（Commons 1919, 26-34）

4．2．7．6．国家の役割
　では、国家の役割をコモンズはどのように考
えていたのだろうか。経済とは、ある要素を制
限し、別の要素を拡大することによって諸要素
間の釣り合いを取ることに過ぎない。実業家の
主な仕事は、与えられた資源と市場の範囲内で
様々な種類の労働、原材料、機械の釣り合いを
取ることである。国家（州）の法規と判決もそ
れと同様であると、コモンズは言う。ただし、
法規と判決が釣り合いを取っているのは諸要素
ではなく誘因である点がコモンズの独自性であ
る。国家が資源配分に直接介入するのではない。
負担と機会の法を変更し、「権利―義務」、「自
由―リスク」の割り当てを変えることによって
誘因の割り当てを変化させる。そのことによっ
て様々な経済主体の行動様式を望ましい方向に
導こうというわけである 7。（Commons[1924] 

1995, 323-30）

4．2．8．コモンズの制度進化論の特徴
　コモンズの制度進化論の特徴を整理しておこ
う。
　①コモンズは、資本主義経済の進化を法制度
の進化としてとらえる。資本主義経済を支える
最重要な「法制度」は、「私有財産制」である。
イギリスにおいて早期に資本主義が順調に発達
したのは、17 世紀末の名誉革命の成功により立
憲君主制が確立し、私有財産制が保証されたか
らである。そして、「私有財産制」の進化が資
本主義の発展を支え、促進した。「私有財産制」
の確立と進化が、資本主義経済の生成と発展を
支え促進した、という認識である。（法制度の
確立と進化⇒資本主義経済の生成と発展）
　②信用制度の発達に伴い、銀行家資本主義の
時代には、負債に依存する投資が拡大するよう
になる。そのことは景気循環の振幅を拡大し、
金融恐慌発生のリスクを高めることになる。そ
の結果、資本主義経済は「不安定化」する。こ
の「不安定化」に対抗して、「安定化」の諸制
度が生成する。（信用制度の発達⇒資本主義経
済の不安定化⇒安定化の制度生成）
　③その第 1 が、中央銀行の「公共的義務」の
原則に基づく協調行動である。その目的は、商
業恐慌の抑止あるいは緩和である。こうした恐
慌とそれに伴う物価の暴落を抑制し、緩和する
中央銀行の協調行動は「支払共同体」を維持す
る行動であり、その後「最後の貸し手機能」と
して制度化され、拡充されていく。（金融不安
定性⇒金融のセーフティネット生成）
　④その第 2 が「無形財産価値」の保護育成で
ある。その代表例が「労使間互酬関係の生成」
である。雇主と労働者は、相互に利益があると
期待できるので随意の労働契約を自発的に更新
する。民間経済主体の自発的な行動が労使間の
互酬関係を形成する。しかし、労使の互酬関係

7 コモンズのニュー・リベラリズムは、あくまでも「人間の自由意志」を尊重するものであった。（柴田
2021, 181-85）
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は全領域には広がらない。雇主の中には「啓発
されていない利己心」を持つ者がいるからであ
る。このため、労使の自発的な互酬関係形成を
補完する労働法規が必要となる。（労使間互酬
関係の形成⇒無形財産価値の成長⇒資本主義経
済の安定的成長）
　⑤私有財産制度の進化により資本主義経済は
発展するが、不安定化する。この不安定化を防
ぐために、安定化の制度（金融セーフティネッ
ト、労使間互酬関係）が生成する。
　⑥個人の利己的行動のみから制度は生成しな
い。「国民の福祉」という「公共の目的」の実
現という観点が必要となる。この議論は、ダー
ウィンが『人間の由来』で論じた、道徳の基礎
は「集団の一般的利益」または「福祉」である
という議論を継承しているといえる。
　⑦コモンズの制度進化論は、パースの進化の
第 3 様式である「習慣と努力」によるラマルク
的進化である。「自然選択」ではなく「人為選
択」による進化である。
　
4．3．ヴェブレン進化論とコモンズ進化論の比較
　コモンズは、自らの進化論を人為選択論と呼
び、ヴェブレンの自然選択論と区別する。この
相違は「無形財産」概念の理解の仕方と密接に
関連していると、コモンズは言う。そこで、両
者の「無形財産」概念の解釈を比較してみよう。

4．3．1．ヴェブレンの「無形財産」概念
　コモンズは「無形財産」という新しい概念を
ヴェブレンから批判的に継承した。ヴェブレン
は「無形財産」を「将来の予想利益力の現在に
おける資本化価値」と定義している。（Veblen, 

[1904] 1915, Ch. Ⅵ）コモンズは、この新しい概
念を 2 つのバージョンに分割する。1 つがヴェ
ブレンの「搾取」説であり、もう 1 つが裁判所
の「道理にかなう価値」説である。（Commons 

[1934]1990, 649）
　コモンズはヴェブレンの解釈を、一方では、

高く評価する。ヴェブレン説の典拠は、1901 年
のアメリカ合衆国産業委員会における産業界と
金融界の重鎮たちの証言である。その内容は以
下の通りである。カーネギーが最新技術を取り
入れた鋼板製造工場を建設する計画を発表し
た。競争者たちは自分たちが価格切下げ競争に
敗北し市場から排除されるだろうと考えた。そ
こで、J.P. モルガン社とその弁護士たちは、巨
大持株会社をつくることを余儀なくされ、この
持株会社が鉄鋼業全部門を統合した企業体を組
織化するために、必要なプラントをすべて買収
することになった。この企業合同のために、
カーネギーの持つ全株式を買う必要があった。
その全株式の有体財産としての価値は、再建コ
ストに基づくと約 7,500 万ドルと評価された。
しかし、カーネギーは、市場を脅かす立場を利
用して、金価格債券で 3 億ドルを要求した。こ
の差額分である 2 億 2,500 万ドルを金融界の重
鎮は「無形財産」と呼んだ。
　ヴェブレンは、この無形財産を単なる「搾取」
あるいは「強奪」価値として解釈し、その解釈
は正しいとコモンズは評価した。それは、彼が
始めるであろうとわかっていた価格切り下げ競
争からカーネギーを排除するというすべての競
争者たちの必要だけから生じたものであるから
である。このように、ヴェブレンは、無形価値
あるいは無形資本を、コミュニティから強奪し

「何も与えずに何かを得る」という戦略的力に
応じた、事業家たちによる純粋に金銭的な評価
として識別した。ヴェブレンは、「資本家の将
来の交渉力の現在価値を表す無形財産の新しい
概念」にのみ注目したのである。（Commons 

[1934]1990, 650-51）

4．3．2．裁判所の「無形財産」概念
　しかし、ヴェブレンは最高裁の判決を研究し
なかった。ここから、コモンズによる第 2 の解
釈の説明が始まる。合衆国最高裁は訴訟が起き
た際、無形財産というこの同じ新しい現象につ
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いて、ヴェブレンの「搾取」ではなく、「道理
にかなう価値」という最高裁独自の歴史的概念
に基づいて判決を下した。無形財産価値という
新しい概念を裁判所が識別するようになったの
は 1890 年であった。この年に、裁判所は、ミ
ネソタ州鉄道委員会による鉄道料金引き下げが

「財産の強奪」に当たると宣言した。これは有
体財産の強奪ではなく、「価格を決定する力」
という「無形財産」の強奪であった。
　1876 年のマン対イリノイ州の訴訟では、裁判
所の財産の意味は「有体財産」であった。裁判
所は、州議会による運賃引き下げは、財産の

「強奪」ではなく財産の「使用」に関する単な
る規制であると判決していた。しかし、1890 年
に、鉄道会社の弁護士たちはその判決を取り消
し、運賃引き下げによって財産「価値」を奪う
ことは憲法によって保障された財産を奪うこと
であると判決するよう裁判所に提訴した。奪わ
れたのは会社の有体財産ではなく、「会社が望
むような運賃を請求できる権利」である無形財
産である、というのが彼らの主張であった。裁
判所は彼らの主張を受け入れた。新しく定義さ
れた無形財産の強奪は最高裁が決定すべき司法
上の問題であり、ミネソタ州が決定すべき問題
ではない。したがって、州が決めた運賃は無効
であると判定されたのである。このように、財
産の意味の有体財産から無形財産への変化の最
初の歩みは 1890 年に踏み出された。この意味
の変化に伴い、最高裁は、以前は州の権限であ
ると考えられてきた公益事業の課す料金を規制
する権限を剥奪したのである。（Commons[1934] 

1990, 651-52）
　次の重要な一歩は、アダムス・エクスプレス

（貨物輸送会社）対オハイオ州の訴訟事件（1897
年）において踏み出された。これは課税に関す
る判例であった。最高裁は、会社側の異議申し
立てに抗して、オハイオ州の課税目的にために、
係争中の財産価値を 23,000 ドルから 449,377 ド
ルに引上げた。経済学者たちやコモン・ローの

有体財産は、馬、荷馬車、馬具、郵袋などの有
形財産であった。これに対して、無形財産は、
ゴーイング・コンサーンとしての会社の期待収
益力に基づく株式と社債の市場価値総額であっ
た。この市場価値総額のうち（諸州の中での）
オハイオ州の適正なシェアは 449,377 ドルで
あった。この判例では、無形財産は有体財産の
18 倍の価値であった。裁判所は再審査で次のよ
うに述べた。「それが価値を持ち、所得を生み、
世界の市場で通用するのであれば、それは無形
であっても財産であるのに十分である」。裁判
所は、課税対象の取り扱いの平等性を要求する

「公共の目的」の原則に従って、課税のための
「道理にかなう価値」を、古い有体財産価値か
ら 18 倍の無形財産価値へ引上げたのである。

（Commons[1934]1990, 652）
　もう 1 つの事例は、サン・ホアキン＆キング
河川運河灌漑会社対スタニスラウス郡（カリ
フォルニア州）の判例（1904 年）であった。こ
の会社は灌漑システムを建設し、その財産価値
を、ヴェブレンの無形財産の原則（将来の予想
利益力の現在における資本化価値）に基づいて、
1,800 万ドルと評価していた。さらに、カリフォ
ルニア州は、この会社に、この評価額の 18％に
当たる収益をもたらす水料金を請求する権限を
与えていた。下級裁判所はこの会社に有利な判
決を出していたが、上訴された訴訟において、
合衆国最高裁はその無形財産価値を 1,800 万ド
ルから 600 万ドルに引き下げ、減額された無形
財産価値の収益率も 18％から「道理にかなう」
6％の水準に引き下げた。つまり、裁判所は、
その会社の許容できる収益力を約 90％引き下
げ、それに対応する水料金の引き下げを命じた
のである。（Commons [1934]1990, 653）

4．3．3．科学概念の相違
　コモンズは、ヴェブレンと裁判所の「無形財
産」概念を次のように対比する。両者は、無形
財産という新しい概念に関して著しく異なった
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結論に到達した。ヴェブレンの理論は「搾取」
理論に到達し、裁判所は「道理にかなう価値」
の理論に到達した。ヴェブレンは 1 つの著作の
中で、突然にその理論に到達したが、裁判所は、
裁判官になる人物の交替に応じた探求や試行錯
誤によって経験的にその理論に到達した。
　この結論の違いの根拠は、科学概念の違いに
あるとコモンズは論じる。ヴェブレンの科学概
念は伝統的な物理科学の概念であり、事実の探
求においてすべての目的を拒絶する。これに対
して、裁判所の科学概念は制度的概念であり、
そこでは、探求は、科学それ自身の第 1 原理と
して、公共目的を持って始めなければならない。

（Commons[1934]1990, 653-54）科学概念の相違
は、進化概念の相違にもつながる。コモンズは
次のように論じる。変異の中で作用するダー
ウィンの選択には 2 種類ある。自然選択と人為
選択である。ヴェブレンの進化論は「自然」選
択の理論である。ダーウィン的な（自然選択の）
進化にはあらかじめ定められた目標はなく、進
化とは「盲目的な累積的因果連関」である。
ヴェブレンは、マルクスがヘーゲルの形而上学
に由来する「あらかじめ定められた進化」とい
うダーウィン以前の「必然的進化」概念を有し
ていることを批判し、ダーウィンの「偶然的進
化」概念を採用した。これに対して、コモンズ
は我々の理論は「人為選択」の理論であると主
張する。（Commons[1934]1990, 657-58）
　以上のように、コモンズは一方でヴェブレン
の「無形財産」概念を高く評価した。「資本家
の将来の交渉力の現在価値」を「無形財産」と
いう新しい概念で表現したからである。しかし、
彼は他方で、ヴェブレンを「最高裁の判決を研
究しなかった」と批判する。1890 年以降の最高
裁による判例は、無形財産をヴェブレンの「搾
取」ではなく、「道理にかなう価値」と識別し
た。コモンズの無形財産価値概念は、最高裁の
判例の研究を通じて、ヴェブレンの無形財産概
念を批判的に継承し、発展させたものである。

そこでは、ヴェブレンの自然科学的概念（自然
選択の進化論）から制度的概念（人為選択の進
化論）への転換が、「公共の目的」を導入する
ことによって実現されたというのである。

4．3．4．ヴェブレンとコモンズの進化論比較
　コモンズは、ヴェブレンの進化論を自らの進
化論と次のように対比する。①前者は「自然選
択」の理論であり、後者は「人為選択」の理論
である。②前者の科学概念は物理科学の伝統的
概念で、事実の探究において全ての目的を拒絶
する。後者の科学概念は裁判所の科学概念であ
り、制度的概念であり、社会科学の概念である。
そこでは、探求は、科学それ自身の主要原則と
して公共の目的から始めなければならない。③
ヴェブレンによる科学の領域からの目的の排除
は、パースのプラグマティズムに基づいていた。
パースのプラグマティズムは、物理科学のみを
扱っていた。これに対して、裁判所のプラグマ
ティズムはもっぱらデューイに従っていた。
ジェイムズはプラグマティズムを個人の心理学
に応用し、デューイはそれを社会心理学に応用
した。彼らは、目的は人間科学の主要な問題で
あると認識していた。
　以上を整理すると次のようになる。①ヴェブ
レンの進化論は「自然選択」の進化論であり、
コモンズの進化論は「人為選択」の進化論であ
る。②ヴェブレンの科学概念は物理科学の概念
であり、事実の探究において全ての目的を拒絶
する。コモンズの科学概念は社会科学の概念で
あり、探求は公共の目的から始めなければなら
ない。③ヴェブレンはパースのプラグマティズ
ムに基づいて目的を排除し、コモンズはデュー
イのプラグマティズムに基づいて、探求を公共
の目的から始める。
　このコモンズによる両者の対比は果たして妥
当であろうか。検討してみることにしよう。
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4．3．4．1．ヴェブレンの探究理論
　第一に、ヴェブレンの場合、事実の探究にお
いて全ての目的を拒絶すると言えるだろうか。
この点について考察してみよう。『有閑階級の
理論』第 1 章「序説」では、「人間はあらゆる
行為規範のなかに、なんらかの具体的で客観的
な、さらには、一般的な目的の達成を望むよう
な主体なのである」と述べている。（Veblen 

1899,15, 訳 25-26）また、『職人技本能と産業技
術の発展』第 1 章「緒論」では、「すべての本
能的行動はかなりの程度に知的である」と述べ
る。そして、「本能的行動を向性から区別して、
自動性の範疇から除外させる」。こうして、「あ
らゆる本能的行動は目的論的である」と結論づ
ける。（Veblen 1914,31, 訳 25-26）
　このように、ヴェブレンは人間を「目的」の
達成を望む主体であると規定している 8。また、
ヴェブレンの制度進化論は、4．1．で検討した
ように、①「環境による制度の自然選択」とい
う議論が主軸、②「制度の環境への適応」とい
う議論が副軸である。前者は、自然選択の理論
であり、後者は、旧い時代の環境に適応してい
る制度が、新しい時代の環境に「再適応」する
ことを目的として進化を遂げるという議論であ
り、人為選択の理論であるといってよいであろ
う 9。
　第二に、では「事実の探究において全ての目
的を拒絶する」とは何を意味するのだろうか。
ヴェブレンは科学的探求を、前ダーウィニズム
期と、ポスト・ダーウィニズム期に分けて考察

している。前者において、科学は分類学志向で
ある。科学的探求の目的は定義と分類であった。
当時の科学者は終点（目的）を目指していた。
それは、仮想の根源的で静的な均衡である。そ
して、事象の因果規則を支配するのは自然法で
あった。これに対して、ポスト・ダーウィン主
義的科学は、連続する累積的因果連鎖のプロセ
スの理論であり、いかなる終点も存在しない。
　このように、ヴェブレンは人間を「目的論的」
活動を行う主体であると捉えている。それと同
時に、彼のポスト・ダーウィン主義の科学的探
求は、連続する累積的因果連鎖のプロセスの理
論であり、いかなる終着点（目的）もない。①
人間を「目的論的」活動を行う主体であると捉
えることと、②科学的探求には目的（終着点）
がないと捉えることに矛盾はない 10。

4．3．4．2．コモンズの探究理論
　第三に、それでは、コモンズの探求理論には
目的があると言えるのだろうか。この問題に関
するコモンズの議論を検討してみよう。パース
の探求理論の目的は「自然法則の発見」である。
社会的、文化的問題にこの探求理論を適用する
ためには「デューイのプラグマティズムの媒介」
が必要となる。デューイの「社会的プラグマ
ティズム」の基準は「望ましい社会的結果を導
くかどうか」である。そこでは、プラグマティ
ズムが社会心理学に応用され、｢ 目的 ｣ という
概念が重視される。「望ましい社会的結果を導
くかどうか」は、公共的 ｢ 目的 ｣ が基準となる。

8 石田教子は、「ヴェブレンの本能概念に知性が内包されていたこと」を強調し、「本能的行動はいずれも知
的で目的論的である」（Veblen 1914, 32, 訳 45）というヴェブレンの文章を引用している。そして、「人間本
性のこの基本的性向こそは製作本能にほかならない」と述べている。（石田 2018, 287）

9 コモンズも、ヴェブレンが自身の「ワークマンシップ本能」への目的の導入を強いられ、それによって、
ダーウィンの「自然選択」から「人為選択」への移行を強いられたことを認めている。（Commons[1934]1990, 
661）

10 ヴェブレンは次のように述べている。「人間の生活は目的論的な種類の展開する活動である」。しかし、「そ
れは、研究者あるいは研究者の総意によって適切であるとか価値があると認められた何らかの目的に向か
うか、向かうべきであるという意味で、目的論的なプロセスであるかもしれないし、ないかもしれない」。
そして、これは「進化論的経済学が考慮する必要のない問題である」と論じている。（Veblen 1898, 391-92, 
訳 408-9）
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この概念は、コモンズがヒュームから継承した
public utility（公益）という概念の発展形であ
る。（Commons[1934]1990, 150, 654）
　それでは、コモンズの探求とはどのようなも
のか、一例を挙げて検討してみよう。
　①その第 1 は、制限的要素の発見である。こ
こでは「婦女子の福祉」「労働者の福祉」が制
限的（不足している）要因であることが発見さ
れる場合を考えてみよう。これは、パースの理
論では「驚くべき現象の発見」の段階である。
劣悪な労働条件で長時間働かされれば婦女子の
健康は損なわれ、労働力や軍人の再生産は支障
を来し、国民国家というゴーイング・コンサー
ンの継続が困難となる。この場合、制限的要素
はコモンウェルス（公益を目的として組織され
た政治的コミュニティ）を損なうので、制限的
要素の解決が公的な目的となる。
　②次は、仮説の形成・自生的秩序の生成であ
る。ロバート・オーウェンのような進歩的雇主
が、労働者に高賃金などの良好な労働条件を提
供することによって、長期的には生産性上昇、
離職率低下、顧客の愛顧獲得により利益を増や
すことができるという ｢ 共栄・共存 ｣ の模範を
示す。これが、無形財産（暖簾）価値の源泉と
なる。ここまでが探求の第 1 段階である。
　③次が、仮説の検証と自生的秩序の限界であ
る。労使の互酬関係は全領域には広がらない。
雇主の中には「啓発されていない利己心」を持
つ者がいるからである。彼らは、価格引き下げ
競争によって短期的な利益を得ようとする。こ
の競争は賃金と物価を引き下げ、進歩的な雇主
の先駆的試みを後退させる。これが、探求の第
2 段階である。
　④次が、仮説の修正である。労使の自発的な
互酬関係形成を補完する労働法規が必要とな
り、労働時間短縮・最低賃金引上などの法案が
成立する。こうした法案が成立する背景には世
論（有権者の意見）の変化があった。「労働者
の福祉」が公共的福祉（公益）の一部とみなさ

れるようになったのである。（Commons 1919, 

34-35, Commons and Andrews 1936, 525-28, 

Commons[1924]1995, 329-30）
　⑤最後が、信念の確立である。労使の互酬

（共存・共栄）関係が確立する。その結果、「婦
女子の福祉」と「労働者の福祉」が改善され、
彼（女）らの自由が拡大した。この福祉改善

（自由拡大）が健全な労働力再生産を可能にし、
国民全体の福祉改善を可能となる。（柴田 2021, 

134-35）ここまでが、探求の第 3 段階である。
この探求過程は、望ましい制度の（試行錯誤を
通じた）生成過程であるともいえる。
　以上のように、多元的で能動的な人間主体の
集合行為によって制度は人為的に進化する。こ
れが、コモンズ制度進化論の特徴である。

4．3．4．3．目的論の比較
　両者の制度進化論を目的論という観点から比
較することにしよう。ヴェブレンの場合は、次
のようになる。①人間を「目的論的」活動を行
う主体であると捉えている。しかし、②研究者
あるいは研究者の総意によって適切であるとか
価値があると認められた何らかの目的に向かう
か、向かうべきであるという問題は、進化経済
学が考慮する必要のない問題であると認識して
いる。まとめると、ヴェブレンの制度進化論は
非目的論的であると言えるだろう。
　では、コモンズの場合はどうか。①人間を

「目的論的」活動を行う能動的主体であると
捉えている点では、ヴェブレンと同じである。

（柴田 2021, 8-9, 26-30）②研究者（国民）あ
るいは研究者（国民）の総意によって適切で
あるとか価値があると認められた何らかの目
的に向かうか、向かうべきであるという問題
は、ヴェブレンとは対照的に、進化経済学が
考慮すべき重要な課題であるとコモンズは認
識していた。国民の総意が「適切であるとか
価値があると認められた何らかの目的に」向
かうべきであると彼は考えていたように思わ
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れる 11。彼の人為的進化論は、事実認識の議
論であると同時に、規範的議論でもあると考え
られる。世界内存在である研究者コモンズは

「内部観測」を行うと同時に、公的目的を実現
するために望ましい制度改革を提案する社会改
革者でもある。もちろん、コモンズの議論は

「神が創造した世界には自然法秩序が存在し、
それに従うことが人間の幸福を実現するという
予定調和的で目的論的世界観」とは無縁である。

「自然法秩序」における「目的因」は「創造神」
であるのに対して、コモンズの人為的進化論に
おける「目的因」は人間主体の集合的総意だか
らである 12。

4．3．4．4．両者の比較（まとめ）
　①コモンズは、ヴェブレンの進化論を「自然
選択」の理論であると位置づけ、自らの人為的
進化論と対比している。この対比は概ね正しい。
ただし、4．1．3．で述べたように、ヴェブレ
ンの制度進化論は「環境による制度の自然選択」
という議論が主軸、「制度の環境への適応」と
いう議論が副軸であった。「自然選択」が主軸、

「人為選択」が副軸と言い換えても良いであろ
う。したがって、両者の対比はより綿密に行う
べきである。
　②ヴェブレンの科学概念は物理科学の概念で
あり、パースのプラグマティズムに基づいて、
事実の探究において全ての目的を拒絶する。コ
モンズの科学概念は社会科学の概念であり、
デューイのプラグマティズムに基づいて、探求
は公共の目的から始める。この対比もより慎重
に行わなければならない。（α）コモンズと同
様にヴェブレンも、人間を「目的論的」活動を

行う主体であると捉えていたからである。（β）
真の対比は次のように行うべきであろう。研究
者あるいは研究者の総意によって適切であると
か価値があると認められた何らかの目的に向か
うか、向かうべきであるという目的論的視角は、
ヴェブレンの進化論では考慮されない。これに
対して、コモンズの進化論の場合には、研究者
あるいは研究者（国民）の総意によって適切で
あるとか価値があると認められた何らかの（公
的）目的に向かうか、向かうべきであるという
目的論的視角が重視される。
　こうした意味で、ヴェブレンの進化論は非目
的論的で、コモンズの進化論は目的論的である
と言ってもよいであろう。

5．結論

　本稿の課題に対する結論を述べよう。
　①進化論の登場により、不確実性、自発性、
あるいは絶対的偶然という要素を自然および社
会の構成要素とみなす考え方が普及した。
　②ダーウィン以前の進化論としては、「反復
持続」の結果、適応的進化が実現するというラ
マルク説が重要である。
　③ダーウィン進化論の核心は「変異」の「自
然選択」説である。ただし、「変異」の要因と
して「用不用」を認め、「獲得形質の遺伝」を
容認するので、ラマルク説を部分的に取り入れ
ていると言ってよい。「自然選択」の基準は個
体にとって有益であるか否かである。だが、「社
会性動物」の場合には、その基準は「共同体」

（集団）にとって有益であるか否かである。個
体の利益ではなく、集団の利益実現が基準と

11 「婦女子の福祉」および「労働者の福祉」の改善がその一例である。ただし、このことはコモンズの制度進
化論がある最終目標に向かっているということを意味しない。公的目的（公益の実現）はその時々で変化
するものだからである。

12 コモンズの世界観は、エピクロス派や懐疑論哲学、ヒュームのようなヨーロッパ思想の中では異端の流れ
を継承するものであった。世界は「最高存在」が外部から設計して創造したのではなく、世界の内部に存
在する互いに利害が衝突する多様な主体同士が、交際と会話、抗争と妥協、訴訟と弁論、などを積み重ね
ることによって、徐々に公益に資する法制度を形成し進化させていくと考えるのである。（柴田 2021,227）
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なっているのである。
　④ダーウィンの『人間の由来』では、「道徳」
の基礎と遺伝が論じられた。道徳の基礎は、「利
己心」の一形態である「最大幸福」ではなく、

「集団の一般的利益」または「福祉」である。
「共感をも含めた社会的本能が、常に第一の衝
動であり、指針である」。「道徳的傾向の遺伝」
について、ダーウィンは個体の「自然選択」で
はなく、集団の「習性の遺伝」の可能性を考え
ていた。これは、ラマルク的な進化論である。

「獲得形質」が遺伝子を通じて遺伝するという
ことではなく、「習性」の変化が集団内に蓄積
され継承されていくと考えていたと思われる。
この考え方は、制度的経済学における「制度」

（集合的思考習慣）の進化の考察に生かされて
いったと考えられる。
　⑤スペンサーの進化論の特徴は、次のように
整理できるであろう。社会は「単純から複雑へ」
と進歩するという社会進化論を唱えた。これは
一種の進歩史観であり、ダーウィンの進化論と
は根本的に立場が異なる。スペンサー自身は、
自然選択と獲得形質の遺伝という両方の要因が
作用するという点でダーウィンに同意する。た
だし、ダーウィンの場合は、自然選択が主、獲
得形質の遺伝が従であるのに対して、スペン
サーの場合は、獲得形質の遺伝が主、自然選択
説が従であるという違いがある。
　⑥「進化論」という方法は、「法則と一様性」
を絶対的なもの、正確に服従すべきものとは考
えない。この方法は不確実性、自発性、あるい
は絶対的偶然という要素を自然の構成要素とみ
なす。これが、パースによる進化論の特徴付け
である。進化の第一の様式は、ダーウィンが考
えているような「自然選択」である。パースは、
このダーウィンの「自然選択」による偶然的進
化論を高く評価する。進化の第二の様式は「必
然的進化」である。この様式は、「偶然的進化
の学説に真っ向から対立するもの」で、「あら
ゆる進化の原因を内的必然性の原理、または他

の形式の必然性に求める」理論である。これら
の理論は、「みな一様に」、自らの「観察する事
実が指示していない機械的必然性を、自分たち
の科学に持ち込もうとしている」とパースは否
定的に評価する。パースは第三の進化様式を

「習慣の破壊と再生」による進化と特徴付ける。
そして、この進化様式を「精神的現象」と捉え
る。ダーウィンが『人間の由来』で論じた、人
間の心的能力の進化、道徳の進化、そして、制
度的経済学が重視する制度（集合的思考習慣）
の進化、を検討する際には、この「第三の進化
様式」である「ラマルク的進化」の適用が有効
であるといえるだろう。
　⑦ヴェブレンの制度進化論は、「環境による
制度の自然選択」という議論が主軸、「制度の
環境への適応」という議論が副軸、である。
ダーウィン進化論も、「自然環境による変異の
自然選択」説が主軸、「自然に適応する習慣の
獲得」説が副軸、である。その意味で、ヴェブ
レンの制度進化論は、ダーウィン進化論の論理
構造を継承していると言えよう。
　コモンズは、資本主義経済の進化を法制度

（私有財産制）の進化としてとらえる。イギリ
スにおいて早期に資本主義が発達したのは、17
世紀末に私有財産制が確立したからである。そ
して、私有財産制度の進化により資本主義経済
は発展するが、不安定化する。この不安定化を
防ぐために、安定化の制度（金融セーフティ
ネット、労使間互酬関係）が生成する。コモン
ズの制度進化論は、パースの進化の第三様式で
ある「習慣と努力」によるラマルク的進化であ
る。「自然選択」ではなく「人為選択」による
進化である。
　ヴェブレンとコモンズの進化論は次のように
対比できる。ヴェブレン進化論の基本的視角は

「自然選択」であり、目的論的視角には禁欲的
である。これに対して、コモンズの進化論の基
本的視角は「人為選択」であり、目的論的視角
が重視される。
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